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1.調査 目的 と概要

1.1.調査の目的

結核病床の施設基準策定のための、結核病床施設の実態に関する全国調査を行うに先立ち、さ

まざまなタイプの結核病床を全国から抽出し実際に訪問してその施設やその管理に関する実態、

および施設状況と関連した患者管理等に関する事項を予備調査する。

この予備調査により訪問調査対象の結核病床施設や管理に関する詳細な実態を把握して結核病

床の施設基準策定の資料とするとともに、的確な内容の全国アンケT卜 調査を作成することを可

能とする。

1.2.調 査の概要

1.2.1.調査対象の選定

全国の結核病床の選定に際しては平成 21年に厚生労働省が実施した調査結果に基づき,病床の

様式,地域性等を考慮し以下のように多様な病棟 :病床が含まれるように選定した。以下でユニ

ット化病床とは,ひとつの看護単位が結核病床とそれ以外の病床を担当している病棟を指してい

る。病床の種類は,①結核病棟 (下記②以外のもの,精神科閉鎖病棟結核患者収容施設,社会経

済的弱者を中心に入院している施設を含む。)、 ②平成21年の厚生労働省調査で通常結核病棟だが

ユニット化されていると分類されているものt③結核患者収容モデル病床事業(以下モデル病床)

1)で医療法上,一般病床に分類されるもの、④モデル病床で同じく精神科病床に分類されるもの、

⑤結核病棟ではないが2種感染症病床を緊急退避的に結核患者収容に使用しているとの情報のあ

る病院、の5つのタイプにわけて行つた。また①～③についてはそれぞれ、大都市圏/非大都市

圏2分類X小規模/中大規模2分類の計4種類の病院を可及的に選定するようにした6④につい



ては小規模/中大規模の 2種類の病院選定を行つた。

上記のように、本調査のサンプリングは様々なタイプの病床を調査することに主眼をおいてお

り,代表性に関してはサンプル数から考慮しても保証 しえないものである。

1.2.2.調査の実際の概要

表 1.1.に示すように、各分類で A病院～T病院まで総計 20病院を訪間調査した。訪間調査は

2010年 7月 28日 ～同年 10月 15日 に行つた。対象となるような病院が見当たらない場合や、日

程の関係二訪間できなかった病院カテゴリーもあつた。

調査チ‐ムは本報告書にある主任研究者および研究協力者で形成し、加藤 =伊藤は結核医療/

対策の観点から、永田 ‐浦川・斉藤は看護の観点か ら、覚は病院建築の観点から主に調査を行う

た。実際には各調査で全員が揃うことは難 しかったが、できるかぎり多面的観点からの調査とす

るために,表 1.2.に示すように各病院の訪問調査者には最低でも 2名 以上で行つた。各病院全体

の概要について表 1.3.に示した。

実際の訪問調査は調査対象病院の結核病床担当医師 ‐担当看護師長・施設管理者ならびに場合

によつて感染管理室員に対する聞き取り調査や病床図面調査を先に行い、その後実際に結核病床

を見学 した。また 2種感染症病床を設置 している病院ではこれらも合わせて見学 した:

1.2.3.調査項目

調査項目は調査チームによる合議で決定した。基本的には寛による「結核を想定した感染症指

定医療機関の施設基準に関する研究」のを元に米国 CDCガイ ドラインのをも参照して施設の実態に

関する調査項目を設定し、さらにこれらと関連する患者管理に関する項目などを追加した。しか

し調査が進むに従い、調査不要とみなされた項目や途中から調査の必要があると考えられたもの

を追加 しており、常に同じ項目を全ての病院で調査できたわけではない。また 1病院の調査時間

は多忙な各病院職員の業務を考慮すると 1時間程度が限度であり、その制約から質問できなかつ

た項目も存在するが、概ねの傾向を把握するのには支障なかつた。

調査項目大きく分けて結核病床の概要、感染粒子の制御、患者管理の状況、重症合併症管理、

アメニティ設備の 5分野にわかれた。以下ではこれ らの調査結果を記載する。

 ́        2.結 核病床の概要

2.1.病床数と利用率および築年数,改築時期,改築内容          ,
調査を行った病院の病床数と利用率および築年数,改築時期,改築内容の一覧を表 2.1.に示す。

各病院で複数の病棟ブロックを持つている場合にはこれらをそれぞれ 1区画とし、また同じ病床

内で非陰圧室区域 (な いし非陰圧室群)お よび陰圧室区域 (な いし陰圧室群)を作つている場合

にはさらにそれぞれ別の 1区画として記載してある。全部で20病院 31区画であつた。

実働病床数は 0ん 200床以上と幅広く分布していた。D病院は比較的新しい病院でありながら実

働病床数が総病床数の 1/5近 く、ほとんどの病床が新築以来ほとんど使われていなかつた。

実働病床数が多いところでは当然どこも利用率が高い傾向にあるが、病床数が少ない場合には

その利用率には大きな差がある。例えば,同 じ通常結核病床でも実働 10～ 12床の A,D,E病院では

利用率が高く常に患者がいるが、同じく実働 10床の L病院ではほとんどの場合空床状態である。



また 0,0,R,S,T病 院のモデル病床の入院患者数に比較 しても、通常結核病棟である I病院や L病

院の病床利用率は低い。入院期間で見ても通常結核病棟である H病院では数日だが、逆にモデル

病床 (一 般)の R病院では数ヶ月となっている。のべ入院患者数の点でも入院期間の点で見ても、

モデル病床と通常結核病床の境界は一部では曖昧になつている可能性が示唆される。

結核病床の建物自体の築年数はかなりばらばらであるがt調査の範囲では実働結核病床の多い

場合には建物が古くあまり施設面での感染対策も十全には行われていない傾向にある印象がある。

たとえば通常結核病床で実働 40床以上の病院では4/6が築 30年以上であるが、40床未満では 2/7

である。実働病床数の多い病院では結核病床の不採算性が大きな問題になつており今後の建て替

えの際には結核病床返上も考慮するというコメントが多く聞かれ、不採算性と老朽化が関連して

いる可能性が示唆された。本調査は代表性のないサンプリング調査であるため全国的にこうした .

傾向が本当にあるかどうかは不明であるが、もしもこうした傾向が一般的でありこれが結核病床

の不採算性と関連しているのであれば、結核病床の不採算性を放置 した場合これら老朽化した結

核病床のあり様が、結核対策において大きな課題になりかねない。

老朽化した病床では改装が行われている場合も多く、部分的なものが多いとは言え空気感染対

策関連の改装が目立った。

2.2.結核病床の配置

結核病床の酉己置状況を表 2.2.に示す。

別棟ないし準別棟は 4病院で、以前と異なり建物内のす部である場合が多い。建物内の場合、

最上階 (な いし使用しているうちで最上階)に設置されている場合が多い。

通常結核病床の場合 13病院中 8病院は建築上独立 した病棟 (表 2.2.(a)参 照)を形成していた。

さらに、建築上独立病棟であっても他病床と共に一看護単位を形成するユ手ット化 (表 2.2.(b)

参照)を行うている病院が 2病院あつた。モデル病床では規模や趣旨の面から当然であるが、ユ

ニット化されていることがほとんどである。ユニット化病床での、併設科は呼吸器 (内 )科が大半

であるが、混合病棟や緩和ケアー科なども見られた。

ユニット化されている場合には結核病床が同一フロアー内で一箇所に集められ他から明確に区

切られている場合 (グループ化)されているのが常である。結核病床が専用区域を形成せずほぼ

完全に一般病床と融合 している病床単位での運営は 1病院でしか見られなかつた。モデル病床で

も病棟単位運営の 1病院を除くと、結核以外での使用頻度は少ない。ユニット化病床を有してい

るが患者が常に入院しているわけではない病院では、患者があつても特別な看護師配置はしない

ところが多い。 2病院では重症者の場合のみ増員を考慮するとのことであつた。 1つの病院 (L

病院)は空床状態がほとんどだが、患者入室の場合にはその都度看護師を結核病床専用に 1人配

置する体制をとつてお|り 、採算性の悪さから結核患者の受け入れが困難になっていた。

表 2.3.に個室と多床室の分布を示す。ここでは稼動していない病床 (S病院モデル病床)は参

入 していない。全 228病室中個室が 395%を 占めるが、病床数で見ると個室は全 704床 中 12.8%

にすぎず、2床室を重症患者が占有している状況もしばしば見られた。(表 3.7、 3.8参照)。

2.3.入院対象者

入院対象者の一覧とおおよその患者層を表 2.4.に 示す。
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通常結核病床でも、少なくとも 3っの病院が結核と確定していない患者の管理にも結核病床を

使用していた。通常結核病床を持つ 1病院では、結核確定前の患者管理にのみに結核病床を使用

しており、結核と確定した場合には他の結核病床へ転院させる方針をとつていた。通常結核病床

以外 (モ デルその他)で も 2っの病院が結核と確定していない患者の管理にも結核病床を使用 し

ていた。一方で結核と確定していない結核疑い患者には結核病床は一切使用せず、専ら結核病床

以外の陰圧室で管理する病院もみられた。

またモデル病床であるが,通常の結核病床と同様に地域における結核患者を入院させる施設と

して機能 している病院もあり、この点でも通常結核病床とモデル病床の境界は曖昧になつてきて

いる可能性が推測された。

患者層では当然高齢者が多く、寝たきり率の高い場合も見られた。これらが看護師の労働への

過負荷となつているとの意見も聞かれた:

2.4.結核病棟と2種感染症病床の関係

調査した 20病院中 5病院が 2種感染症病床を設置 していた。一覧を表 2.5.に示す。

5病院中 2病院は結核病床と一体化してユニットを形成しており他の 1病院では今後一体化の

予定とのことであつた。また、これらとは別の 2病院では2種感染症病床を主に結核患者に使用

していた。特に S病院では陰圧化されていない結核モデル病床は結核患者には使用せず一般病床

として使用し (実働 0床 )、 陰圧化されている2種感染症病床 (2種病床は結核とは別の病棟に設

置されている)を結核患者に使用している。すでに一部ではかなりの程度結核病床と2種感染症

病床の融合が進んでいる可能性が示唆された。

2.5./1ヽ括

1)一部の規模の大きな結核病床では建物の老朽化やそれに伴 う設備更新の遅れの傾向が見られ、

結核病床の不採算性が関係している可能性が示唆される。

2)ユニット化結核病床には構造上独立している結核病棟の

「

部を他の種別の病床と共に 1看護

単位で担当している場合と,1つの病棟を区切って結核病床にしている場合があつたし

3)今回訪問した医療機関の結核病床の設置状況や対象患者は様々であるが、通常結核病床とモ

デル病床の境界は病床面でも機能面でも一部で曖昧になつている可能性がある。

4)全病床中に占める個室の割合はいまだ少ない。高齢患者や重症患者が多い医療機関では 2床

室等を占有している状況があつた。

5)一部では結核病床と2種感染症病床の融合が進んでいる可能性が示唆される。

3.感染粒子の制御

3.1.感染粒子除去システムの状況

表 3.1.に 20病院 31区画の感染粒子除去システムの概要を示す。

5区画(4病院)では患者が入院している区画に対していかなる排気設備も有していないし、HEPA

フィルター付き再循環装置もしくは紫外線殺菌灯付き再循環装置も備えていない。
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24区画 (18病院)では機械排気設備を有しており、その中の 4区画 (4病院)が HEPAフ ィル

ター付きの再循環設備を、1区画 (1病院)が紫外線殺菌灯付き再循環設備を備えている。

感染粒子除去システムとしては機械排気設備による全排気が主流であるが機械的な感染粒子除去

システムを持たない結核病床区画も少なくない。

外気導入回数に関しては 24区画中 11区画において不明との回答であり、換気回数については

多くの施設が実態を把握していなかった。また回答を得た中でも 3区画については極めて曖昧な

回答であつた。これらを除いた10区画において外気の 2回以上 3回未満が5区画、3回以上4回

未満が 1区画、4回以上が 3区画であつた。ただし、病室に導入している外気は給気設備によつ

て供給されているもの以外に、廊下の空気が病室内に流入するシステムも少なくない。

CDCは実質換気回数として 6～ 12回を推奨しているが めヽ 再循環を含む換気回数で 4回以上の換

気を行つているのは 2区画のみで、常時 6回以上であったのは 1区画のみであつた。

3.2.換気システムの概要

表 3.2.に 20病院 31区画の換気システムの概要を示す。結核病床の換気システム |よ さまざまで

あり、機械換気の場合でも排気のみの場合や排気給気両方行つている場合などが見られた。把握

できた限り給気が結核病床で独立しているのは 8区画、共通給気は 4区画であつた。排気が他の

病床と共通である区画はなかつた。ファン連動ダンパなど給排気装置停止時対策があると確認で

きたのは 5区画であつた。

系統的な質問していないことからトイレや浴室等からの排気は以下では考慮の対象外とするが、

機械換気のない結核病床区画で トイレや浴室からの排気に HEPAフ イルターを設置しているとこ

ろは確認されれかつた。換気扇換気の区画で排気にフィルターを設置 しているところはなく、4

区画 (1病院)|ま病棟横で排気していたが他の 1区画(1病院)での排気口については質問していな

い。表 3.3.に これら以外の機械換気をしている区画である程度情報のある 16区画の状況を示す。

機械換気をしている限りほとんどの区画では排気に HEPAフ ィルターが設置してあつた。これら

HEPAフ ィルタ=設置の 15区画でのフィルター交換頻度の分布を表 3.4に示す。表に見るように

交換の頻度は非常に幅が広いが 2-3年 に 1回以上交換している施設が多い。質問した限りでは日

詰まりや差圧計などを設置 したり定期的に点検したりしている施設が多い。同じく16区画のうち

11区画では排気口が病室窓から離れて設置 してあつた。病棟横で排気 している 5区画中 3区画で

は排気口と給気口ないし病床窓とが近接 している場合があリショー トカットの可能性が示唆され

た。これら3区画のうち 1区画では排気に HEPAフ ィルターが設置されていない。

3.3.空気流の設定  |
表 3.5.に表 3.3.と おなじ16区画について、空気流の設定状況を示す。質問をした 14区画中 6

区画では病室内の排気口が病室出入り口にあり、感染粒子が患者付近から病室入リロに向う可能

性が示唆された。上記陰圧ないし陰圧区域が設定してある場合には区域内の空気流は適切 IF設定

してある場合が多かったが、表中 16区画以外では区画内にナースステーシヨンがある場合でも陽

圧化等の空気流設定がなされていないことがほとんどであつた。中にはナースステーシヨンに換

気扇が設置され運転している区画も見られた。



3.4.陰圧化の状況   :
表 3.6.に 全 31区画の陰圧化の状況を、また表 3.7.に稼動している 30区画の1回室・多床室の陰

圧化状況: トイ レ・浴室/シャワーの有無の詳細を示す。またこれを個室・多床室別に集計した

ものを表 3.8.に示す。

窓付きの換気扇による排気を行つている 5区画を除き陰圧区画 (陰圧化可能区域を含む、以下

同様)は 16区画であつた。これは 31区画全 704床中の 193床 (27.40/0)に あたる。また陰圧個

室は 65床で全体の病床数の 10%以下であつた。陰圧室であっても トイレが室内にある病室数は

43.4%と 半分以下で浴室/シ ャワーを設置 してある陰圧室はさらに少なく27.4%と 約 1/4程度で

あった:            :
病床の一部のみが陰圧化されている 5病院での陰圧室の結核病床に占める比率は 1440/0、

16.7%、 17.9%、 40.0%、 50.0%であった。陰圧化区画 16区画中t13区画では廊下を含めた区

全体が陰圧化され陰圧化区域が形成されていた。

陰圧化 16区画中 7区画では陰庄のチェックなどのモニタリングを行うていなかつた。何らかの

モニタリングをおこなつている 9区画中、機械の動作確認のみが 2区画:毎 日スモークテス トを

行い記録している区画が 2区画 (う ち 1区画は圧差計も記録)、 毎日差圧モニターをチェックする

区画が 2区画 (1区画はナースステーションでリアルタイムに圧差のモニターが可能)であつた。

その他、ビルメンテナンス会社による 3ヶ 月に 1回の点検や、中央施設管理での自動記録、特に

決まりはないが時々チェックするが各々1区画あつた。

CDCは結核院内感染対策における換気および陰圧化の優先順位を示していないが (3)t結核病棟

の担当者は陰圧化には関心が高いが、換気ないし感染粒子除去に関 してはあまり注意を払わない

傾向があつた。また換気と同じく陰圧化のモニターや維持運営にあまり注意を払つていない施設

が多かつた。

表 3.9に ドアと窓の状況と管理を示す。寛の推奨どおりに at自 閉式引き戸で常時閉鎖を原則

としているところが多いが、
´
陰圧化 していても陰圧であるという理由で ドアの開放を可としてい

る区画があつた。窓は施錠しておらず開放可能だが常時間鎖を原則としその旨患者指導するよう

にしている区画が多い。

明確な推奨はないが (2)、 陰圧区画 16区画中 7区画で区域全体が陰圧化されその出入り口に前

室が設置されていた。

HIV等易感染性の結核合併患者が結核病棟/病床区画内で外来性再感染をうけることを防ぐた

め、病室を陽圧化可能としこれに前室を設置することが理想的とされているが、調査した施設で

陽圧化可能な部屋は 1個室のみでこれには前室は設置されていなかつた。陰圧室で HIV陽性結核

患者を入院治療 している施設もあつた。                        ′

3.5.小括

1)換気システムはさまざまであつた。CDCの推奨どおり 6回以上の実質換気が行われている施

設は少数で、多くは 3回未満であつた。ほば自然換気状態の結核病室も少なくなかつた。

2)機械換気の場合 HEPAフ ィルターが設置されている場合が多かつたが1病室内の空気流設定に

ついては考慮されていない施設が多かつた。排気口と給気口ないし病室窓は離 してある施設が多

からたが,中には排気流を吸気口から吸い込む可能性の示唆される施設が見られた。
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3)調査病床中 1/4程度の病床が陰圧化されていたが陰圧個室は 10%以下であつた。陰圧室でも

室内に トイレや浴室/シ ャワーを設置しているのはそれぞれ 1/2、 1/4程度と低かつた。区域全

体に陰圧化されている場合には半分ほどの区画で前室が設置されていた。

4)HIV等のための陽圧化可能な病床はほとんど普及していなかった。

5)換気の状況については施設管理者にも正確に把握されていないことが多く1保守管理の状況

には大きな違いが見られた。

6)結核病床担当者は陰圧化には関心が高いが換気にはあまり留意 していないことが多かつた。

陰圧のモニターは半数弱の区画でなされていなかった。

7)ドアや窓は適切に管理されている施設が多かったが、陰圧化病室でもドアの開放を可能とし

ている例があった。

4.患者管理の状況

4.1.個 室対応の条件および、病室ないし病棟ノ病床区画外への移動の管理

稼動 している 20病院 30区画での個室対応の条件および、病室/病棟ないし病床区域外への移

動の管理の状況を表 4.1.に示す。

多床室を使用 しているところでもご治療初期や薬剤耐性例は個室管理を原則とする/したいと

いう意見が多いが、実際にはベッド運営上 (男女比の構成や重症者の発生など)困難なことが多

いという意見が多かつた。

病室外ないし、病棟外/病床区域外への自由移動の条件は極めて様々で、実際にはほとんど自

由に移動可能な病床から、かなり厳しいものまで様々なものが見られた。実際の病院内における

移動の制限度合いは、入院する結核病床によってかなり異なつている。換気や陰圧など施設の空

気感染対策設備が整備されている病院では患者の制限もより厳しくなる傾向が見 られた。この相

関は様々に解釈 し得るが、施設基準を設定して全国結核病床の空気感染対策設備を充実させた場

合には全般的に入院勧告を受けた結核患者の院内における感染管理 (制限の度合い)がT般的に

高まる可能性も示唆される。                            、

外泊や外出は原則認めない施設が多いが、中には時間や区域を決めて周辺の散歩を許可する施

設も見られた。

4.2.エ レベーター管理と病棟/病床区画出入り回のセキiリ ティー

表 4.2.に、稼動 している20病院 30区画での、患者移動時のエレベータ■管理と病棟/病床区

画出入り回のセキュリティーの状況を示す。

患者移動時のエレベーター使用時の対応もさまざまで質問した限りでは、マスクを着用すれば

他疾患の患者の同乗も認めている施設と、結核患者使用時は専用化するかないしは他患者の同乗

を謝絶する施設がほぼ半々であつた。一つの施設では機械制御で結核患者使用時は目的階以外止

まらないようにするシステムが設置されている例もあつたが本来の設置目的は結核対策以外であ

るとのことであつた。エレベーターボックス自体が換気されている施設もあったがこれがどの程

度結核病床を有する病院で普及しているのかについては不明であつた。
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病棟/病床区画め出入り回の常時チェックや施錠ないしアラーム等なんらかのセキユリティー

装置の設置はt特に認知症合併の感染性結核患者が病棟/病床区画外へ無断で出ることを防止す

る上で考慮されるが、精神科以外で施錠やアラーム等の手段を用いているところは少数であつた。

4:3.病室/病棟ないし病床区域外/病院外施設への無許可移動と対策の実情

稼動している 20病院 30区画での、病室/病棟ないし病床区域外/病院外施設べの無許可移動

の実情を表 4.3.に 示す。

病室/病棟ないし病床区域外への無許可移動は、都市部でホームレス等社会周辺層の多い病床

以外ではあまり問題になってはいないようであった。しかしこうした患者への有効な対策は難し

いとする見方が多かつたさこれ以外では、多くの病院では認知症患者での無許可移動の経験があ

り、対策として離床センサニやドアセンサニ等で早期発見に努めるようにしている施設が多かつ

た。中には一般病床でも施錠や拘束を余儀なくされる例も見られた。また結核病床がナースステ

ニショシから遠いため、こうした認知症患者への対応は最初から不可能として入室させない方針

の施設も見られた。今回調査した精神科モデル病床はみな閉鎖病棟に設置されていたが、閉鎖病

棟内で感染性結核患者の病室ないし区画外無断移動が見られる場合には区域出入り口に施錠する

ことも行われており、精神科医の正式な審査と書類作成の下に病室施錠している施設もあつた。

病院外施設 (飲食店やパチンコなど)への無許可外出も、都市部のホームレス等社会周辺層の

多い病床以外ではあまり問題になつてはいなかつたが、近隣からの苦情が寄せられている場合も

見られた。こうした問題の経験のあるところでは有効な対策は困難との見方が多かつた。

4=4.小括

1)治療初期や薬剤耐性例は原則個室にしたいという施設が多いが,病床構成上原則どおりに運

用できない場合が多かつた。

2)自 由移動の条件は極めて様々で、同じ入院勧告でも実際の自由制限度合いは病床により異な

っていた。                                 .
3)エ レベーターの結核患者使用時の対応は様々であつた。

4)非精神科病棟においても、病棟/病床区画出入り日の施錠等なんらかのセキユリテイー設置

が少数の施設で見られる。

5)都市部の社会周辺層患者の病棟/病床区画/病院外への無許可移動が経験されているが有効

な対策は難しいと考えられていた。

6)認知症患者の病棟/病床区画への無許可移動への対応は、センサー/施錠/拘束などさまざ

まであつた。管理不可能として入院を制限する場合も見られた。

5.重症合併症管理

5.1.重症者対応の状況

稼動している 20病院 30区画での重症者対応の状況を表 5.1.に 示す。ユニット化されている病

床では看護ステーシヨンが遠いところが多く、病棟内に陰圧区域がある場合では陰圧室が看護ス



テーションから遠いところが多い。施設によっては結核患者のプライバシーに配慮 して区画入 り

回の ドアが曇リガラス等になつており区域外から中を見通すことが難 しく、患者の様子観察をよ

り困難にしている場合も複数見られた。看護配置や看護ステーションの位置の問題から結核病床

区画内ないし病棟内陰圧区画では重症者管理は不可能として転院を原則とする施設もあつた:ま

た感染性がある重症患者の場合には結核病床区画外にある陰圧室ないし、結核病床区画内にある

非陰圧室で管理する等の施設も見られた。しかし看護ステーシヨンが離れている等の理由で重症

者への対応不可とする施設がある一方で、同じような条件下でありながら頻回の訪間等で対応 し

ている施設もあり、重症者対応の可/不可は施設状況だけで決志つているわけではないようであ

った。

52.合併症対応

表 5.2に全 20病院の合併症対応の状況を示す。合併症が重篤ないし不安定である場合には、|

上記 51.で記載したのと同様の問題が発生する。

結核病床以外の病床に陰圧化等空気感染対策設備を設置した病床を持つ病院は 4病院見られた。

認知症を除くと特殊な合併症の対応に迫られた経験のある病院はそれほど多くはなく、個々の

合併症への対応方針を質問しても、そのときにならない (自 院で管理可能かどうかわからない等 )

という回答が多かつた。また陰圧化可能な手術室のあるところでも、排菌陽性結核患者での使用

経験がないという施設がほとんどであった。

認知症への対応でもっとも問題となる病床区画外べの徘徊については 4 患者管理の項で述べ

た。  |           `
合併症結核ではt看護面で普段経験しない合併症の患者を扱うことになるため、これを理由に

結核病床で合併症結核患者の受け入れは困難とする施設もあつたが、結核であればどんな合併症

でも入院させるという施設もあり、さまざまであった。

5.3.小括

1)ユニット化病床や病棟内陰圧区画が形成されている場合,これらは看護ステーシヨンか ら遠

いことが多く、重症者や合併症のある患者ではこれらの結核病床を有効に使用できていないこと

が多かった。

2)今回の調査対象であつた医療期間では重症の合併症を持うた結核の頻度は少なく、陰圧化が

可能な手術室などがあっても使用頻度は少なかつた。

6.ア メニティ設備

6.1.患者ひとりあたりの病床面積

稼動している20病院 30区画を集計した、患者ひとりあたりの病床面積の状況について表 6.1.

に示す。

寛は結核患者の病室として トイレ浴室を除くひとりあたりの病床面積について 15ぶ以上を推

奨しているが、これを満たしていたのは推定で
12.8%(18/650)の

病床に過ぎず、推奨面積の半
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分以下 (7.5ぶ未満)の病床が推定 75.4%(490/650)と 大半であつた。

6`2.共有空間の状況とテレビや電話等の設置状況              、

表 6.2.に稼動している20病院30区画の共有空間の状況とテレビや電話等の設置状況を、表 6.3_

にアメ三ティに関するその他の状況を示す。

病床どしてユニット化している10区画 (病室単位運営を除く)の うち共同室がない施設は4施

設あつた。独立病棟を形成している 18区画では 17区画で共同室が設置されている。共同室の面

積が判明している 22室の床面積は 12.8-92:7話に分布しているが 30ざ台がもっとも多く、平均

は37.3面であった。

病室単位運営を除く29区画で、区画内で (区域を形成しない病室群の場合には病床全体の区域

内で)公衆電話利用可能なのは全体で 58_o%、 病床ユニット化で 50′ 0%、 独立病棟で 63.1%.

テレビ設置 (共有)はそれぞれ 65.5%、 50.0%、 736%、 飲料の自動販売機設置は 10.3%、 10.6%、

105%で あった。ネット接続可能な PCを設置しているところはなかったが質問した施設のすべて

ではネット接続可能なPCの持込を許可していた。携帯電話の区画内使用は、結核病床に限らず使

用可としている病院が多かつたが、結核病床区画のみ可ないし制限を緩めている施設も見られた。

入院中の買い物については可能/不可能は半々くらいであつた。可能の場合は|ま とんどが院内

売店のカタログ販売の形式をとつていた:病床が建物の最上階にある場合が多いが、病床区画か

ら屋上など外気に自由に触れることができる施設はほとんどなかった。以前には許可していても

近隣からのクレームや無断の喫煙などで不可とした施設もあつた。長期入院に適した特別なアメ

ニティはほとんどの施設では設置されていなかった。

結核病床全体の印象は様々であつたが、厳密に区画内に長期隔離されることを想定した場合に

は、あまり長期入院に適さないのではないかという印象が持たれた病床が目立った。

小括   ‐

1)多 くの結核病床ではひとりあたりの床面積が推奨の半分以下であつた。

2)1病棟を区切ってユニット化された病床では共同室がないことも多かつた。

3)テ レビや公衆電話は半数以上の区画で設置されているが自販機の設置は 1割程度で、ネット

接続可能な PCを設置している区画はなかった。携帯電話の使用は多くの施設で許可されていた。

日用品などの購入は半数ほどの病院で可能であつた。

4)病床が建物の最上階にある場合が多かつたが、病床区画から屋上など外気に自由に触れるこ

とができる施設はほとんどなかつた。その他長期入院に適した特別なアメニティはほとんど見ら

れなかつた。

総括

結核病等,ユニット化病床,モ デル病床それぞれ施設の様態は多様であり,それらを把握でき

る調査方法を検討の上,全国的な調査を行う必要がある。一部の規模の大きな結核病床では建物

の老朽化やそれに伴う設備の遅れの傾向が見られt結核病床の不採算性が改装の障害になってい
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るという意見も聞かれた。このような状況で,既存施設に厳格な施設基準を適用すると結核医療

からの撤退を招く懸念があることから,基準の設定や適用に際しては財政的な支援も含めて十分

な配慮が必要と考えられた。

換気システムも多様であり,施設管理者にも十分把握されていない実態があり,質問票による

詳細な調査には困難な伴うものと予想される。病床担当者は陰圧化に関心が高いが換気には留意

されていないことが多かつた。換気回数が把握されている場合でも、CDCの 推奨どおり6回以上

の実質換気が行われている施設は少数で、多くは 3回未満であった。ほぼ自然換気のままである

結核病床も多く見られた。空気流の設定を含めた換気システムは非常に様々で給排気の設定など

が理想的な配置になつていないことも多くみられる。また施設管理者自身が詳細を把握していな

いことが多く、陰圧のモニターなどもあまり普及しておらず、HEPAフ ィルターの保守管理の方法

も様々であつた。

全病床中に占める個室の割合はいまだ少なかった。病床中 1/4程度の病床が陰圧化されている

が陰圧個室は 10%以下であつた。陰圧室でも室内にトイレや浴室/シャワーを設置しているのは

それぞれ 1/2、 1/4程度と低かつた。このため病棟内外来性再感染を防止するため治療初期や薬剤

耐性例は原則個室にしたいとする施設が多いが,病床利用率の高い施設では病床構成上の理由か

ら原則どおりに運営できない場合が多かつた。

病棟内ないし病院内の自由移動の条件は極めて様々で、同じ入院勧告でも実際の自由制限度合

いは病床により異なつていた。非精神科病棟での、病棟/病床区画出入り日の施錠等なんらかの

セキュリティー設置は少数の施設で見られる程度であつた。特に都市部の社会周辺層患者の病棟

/病床区画/病院外への無許可移動が経験されているが有効な対策は難しいと考えられているこ

とが多かった。認知症患者の病棟/病床区画への無許可移動への対応ではどの施設も苦慮してい

るが、対応策としてはセンサー/施錠/拘束などさまざまであった。管理不可能として認知症患

者の入院入室を制限する場合も見られた。

ユニット化や病棟内陰圧区画形成の場合これらは看護ステーシヨンが遠いことが多く、重症や

合併症のために看護 '介護の必要度が高い患者はこれらの病床を有効に使用できていないことが

多く見られた。

多くの結核病床は狭く、ひとりあたりの床面積が推奨の半分以下である。病床面でユニット化

されている病床では共同室がないことも多い。テレビや公衆電話は半数以上の区画で設置されて

いるが自販機の設置は1割程度で、ネット接続可能なPCを設置している区画はなかつた。携帯電

話の使用は多くの施設で許可されていた。日用品の購入は半数ほどの病院で可能であつた。病床

が建物の最上階にある場合が多いが、病床区画から屋上など外気に自由に触れることができる施

設はほとんどなかつた。その他長期入院に適した特別なアメニティはほとんど見られなかつた。

施設の改築や運用にあたつても留意事項として啓発の必要があると考えられた。

総じて結核病床の施設や患者管理の実態はきわめて多様であるが:算 のや CDC③ の推奨する理想

的な状態からは程遠いことが多い。施設基準策定の際にはこうした多様性にも配慮をする必要が

あると思われる。
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病床タイプ 病床規模/特性 地域 病院

結核病棟

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Urban

(該当なし)

L

C
B
K
N

10床前後以下

20床前後以上

特定患者中心

精神閉鎖病棟

Ｍ

Ｇ

Ｊ

4床前後以下

ット化病ユ ニ

10床前後以上
床

Urban

Rural

Urban

Rural

(該 当なし)

H
A
E

F

Ｉ

Ｄ

モデル病床
(―般)

4*ffi'rh.D)T Urban

Rural

1o*EiieDrl. Urban

Rural

(訪 間できず )

R
Q
S

モデル病床  4床前後以下  any
(精神)  10床前後以上 any

Ｐ

Ｏ

2種感染症病床結核病棟併設無し

表 1.1.訪 問調査対象の結核病床属性
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病院名      訪問者

A   寛、加藤、伊藤、浦川
B   寛、加藤、伊藤、齊藤
C   寛、カロ藤、伊藤、永田

D   加藤、伊藤、永田、浦川
E   加藤、伊藤、、浦川
F   負:加藤、伊藤、浦川
G   加藤、伊藤、永田
H
I

」

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
丁

寛、伊藤、浦川

寛、伊藤、浦川

加藤、伊藤、浦川、

寛、加藤、伊藤、浦川

伊藤、浦川

伊藤t浦川

寛、加藤、伊藤、浦川

加藤、伊藤、.永 田

加藤、伊藤、浦川

伊藤、永田、浦川

加藤、伊藤、浦川

寛、加藤、伊藤、永田

寛、伊藤、永田

表 1.2.各病院調査者
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病院総病床数 精神科病院       :
病院名. (A～ Bは「A以 /一般病院 通常結核病床/モデル病床の別

上B未満」の意 の別

2種感染症
病床数

A   >1000   -般  通常                 o
B   300～400  -般  通常                o
0  100～ 200  -般  通常             o
D  80o～ 1000  -般  通常                 o
E  ,400～ 600  -般  通常                 o
F   300～ 400  -般  通常         .        o
G   400～ 600  -般  通常                4
H  400～ 600  -般  通常              o

「1  100～ 200  -般  通常             4
J    100>   一般  通常                 o
K   300～ 400  -般  通常                o
L  400～ 600  -般  通常              6
M   400～ 600  -般  通常                o
N    >1000 精神科病院精神科閉鎖病棟/非モデル病床(a)   o
0   400～ 600 精神科病院精神科モデル病床(精神科閉鎖病棟)  0
P   300～400 精神科主体精神科モデル病床(精神科閉鎖病棟)  4
Q   400～ 600  -般  モデル病床(一般)          0
R  800～ 1000  -般  モデ

'レ

病床(一般)          0
S   400～600  -般  モデル病床(一般)          6
T   400～ 600  -般  結核病床なし(c)           lo

表1.3.各病院の概要

(a):慣例上の「結核病棟」で平成21年の厚生労働省調査の結核病床リストにはない。

(b):通常結核病床が42床あるが休止中(結核病棟が他の病棟から離れているため少数の患者
であると管理し難いため)で調査対象外とした。近いうちに新築計画あり、その際には2種感染
症病棟と結核を同じフロアーにし結核病室も病床数を減らして再開し、精神科のモデル病床も
また別につくり直す計画とのこと。

(c):2種 感染症病棟を緊急退避的に結核に使用.
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層
農

[言]:量
修E25病 床区薔

   曇
鼎築 瀑属肘

利用状況
霧保突緯言蜜

築年数
 曇I登

改装内容

A 一般  導
常    12 呆吾煙量撃「

圧化  10  81程
度     3ヶ 月       40   4

暑罷璽曇
内陰圧イヒ

  ζ                            2個
室にHEPA付排気ュニット

設置。

B 二般  通常  1  ,0 目霞Fr内
非吟圧  40  3:床

程L    4ヶ 月       33   8 陰圧区域の増築等

暑
一病

警
内陰圧区  20     :

C 一般  通常    55          55 30床 程度    2ヶ 月      10
D 一般  通常   47          10 5床 程度    13ヶ 月     13
E 一般  通常    10          10 満床に近い   lヶ 月      7
F 一般  通常    37         実質29質 問せず    1‐ 6ヶ 月     15

G 二般  通常  .50 日互
病棟内ブ

:吟
圧  30

-           
日

=霞

棟内拡
今
陰  12 30床 程度    15-3ヶ 月    45   9 換気等

星こ履
棟内固定陰  j

H 一般  通常   10          3  年17人程度(a) 23日 (a)   38   5 陰圧化と減床

1-般 通常  4    4竹 つ人程度③ 数ケ月③  パ  リ 鶉 T核言
減
季

じ同じ

」 一般  通常   46          46 満室に近い   数ヶ月(長い) 35

K 一般  通常   2352階 病棟     59

.   3階 病棟     58 190床 程度   5ヶ月      29
4階病棟     59
5階病棟     59

L 一般  通常   _10          10 年2人 (d)  2ヶ 月      11
M 一般  通常   111 00病 棟     51                 42   6 内装等

合合属優
=獣

+  44  80-901末
     2-3ヶ

月
     `44   8  内装峯

1      含含
病棟内MDR  16           

」
余入院者あ  42-44  3-4 MDR選 域設置/換気改装あ

N 
嬬謹

科
電撃耐悲  30 8:「

【l言[ 「

:115床

程饉    治療終

Fま

で  33                 .

0幅
獣 零

"計

30     8 妹 程甲
D 治雰平終了まで  9

P 渠菫
科

炉鷲8モ
  2             2  01        督容実

ず
なし   35    `

Q一 般 課卍 翻  15      1ま ゆ 月1二 2人   平均ほ 4日 0 18  4 モデリ疇 業開夕台①

薇 一般  課72蠣  3            3  年16人程度   15ヶ月     28   4 モデル事業開始

S 一般  課蕗   8 モ
デル病床     0  0         リト稼動      32   15 軍問せず

2種感染症病床①  6  年19人程1   7週 間以内    32   10 
轟言「

染対策(結核とは
i」

の

T一 般
鏑 。

o    可 司 鋼 哄 程度③ }4臥め  " Ю 換気等

表 2.1.結核病床の概要

(al重 症/合併症患者(この場合長期化あり)を 除き2-3日 (診断がつくまで)の入院で空床状態が殆ど
(b)若い移動できる人であればlヶ月程度の入院。空床状態が多い。

(d):空床が多い            :
(e):西 6病棟の非MDR区域20床と隣接する東6病棟二部分部24床

(f):MDR患 者が少ないためMDR区域に中仕切りとびらを設け手前6室を非MDR区域転換してある

(g):閉 鎖病棟

(h):年 10人程度

①:収容実績なく今後も受け入れ困難

0:長期入院する結核患者は重症患者であることが多い。自分で自由に移動できる場合には他結核病棟へ (数 日で)転院。
(k):陰 圧空調の病室は院内に全部で21室 (新築当事から設置)あり、モデル事業としてうち15床を改装し陰圧強化/排気口にHEPA設置)

①:陰圧化されていない結核モデル病床は結核患者には使用せず、陰圧化されている2種感染症病床を使用

(m):2種感染症病床10床 を緊急退避的に結核に使用。記載は2種病床に関するもの。

(n):年 間2-3例 は院内で治療する場合あり。入院期間は2-4ヶ月。殆どが寝たきり。感染性がなくなれば(この判断も主治医判断で基準はない)が

かなり早期に一般病床に移動する。感染症病床には長くて20日 程度しかいない場合が多い。
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いずれか (建築ムないし看護単位上)で  ユニット化病床 and/Orモデル病床の

ユニットの場合           場合

_     精神科 モデル         実働       、

病農名量融鴇 遍昏∬病床区画    籍後別棟or建楊内雪査すと1)i重壁」崎あ9居格ダ
ー 併置科   装

置病床   結核外使用
  合言量

奇誓肇食ζ
、

院   核病棟         数                                           
‐́口'｀   _

A 二般

  子

常

 [][]][]l i 
モ′昴」,階

建 ュ

「
ィ
ト  ュニ

'「

 ・ グ
ィ
レープ化 呼吸器内科   26      なし   常時患煮あッ

B 一般  通

「
 ,iΞ[繁 [[[ ::1111:1  独二病績  非

|ニ

ット          ー             

′

C一 般 齢     ぜ 編 ,階

建
独立謙 轟 ニット

D 一般  通常          10 
暑惚霧繕:階〒

独立癖悴  鳥忌進曇壇)グループ化 呼吸器内科   49      なし   常時患者あり

E報 轟  ‐
Ю

ポ
ω階建て ュニ外 。

書晨ぞ賢踏)カ レーカ し 嘲 翻  詭  なし 常時患者あり

F 一般  通常           29 
暑留寵 fFa・

建
 瞥立病棟  ユニット  グループイヒ 呼吸器科    (g)     なし   常時患者あり

G 二般  通常  囲互〒
棟内り

i陰
圧  30  ‐

星E唇
棟内拡大陰 12借

驚 彎
建て1独

立病棟 非三ニット             ,

星百唇
棟甲固定陰  8

H 一般  通
宇            j モ惚ぶ

12階建 ュニット  ュニット   グリレープ化  混合      44      なし    特にしていない

I一 般 齢     4暑
編 ∫

階建 土 外 ュ|ッ ト   岬   "  なし  句 こしていない

」 一般  通,          461裂 籍響 号
て結 独立病棟  非ユニット

K 一般  通常  2階病棟     59 建物内(h)  独立病棟  非ユニット

3階病棟     58 建物内(h)  独立病棟  非ユニット

4階病棟     59 建物内(h)  独立病棟  非ユニット

5階病棟     59 建物内(h)  独立病棟  非ユニット                               ‐

L一 般 通常     Ю
モ酪易

⑬階建 ュ
マ

Кめ 非ニ ット〇 ″ レープ 梶製7ア
「

 "   なし  0

M 一般  通常  ○○病棟    ,1 暑摺 あ
階建 独立病| プトユニツト

| ::[[i課 1言
諮参

け階建
肝

病農 非ユ
F外

, 
「

手

科
 喬菫

科

]i層
[l[E I 建傷内(3晴) 独

1病
棟 非ユニット

: ][] :]:          : 骨ili[[litt i弘 卜(n):|二:| [li]鎖    I      [i   ][][骨
』

他の

:`_[ [:|       :  i :ぶ lク
階遭 :][F運 :][F運 :[ili 消化器内科   80   あり(3「u) [[患 者あり

S 一般  モデル モデル病床    0 建物内    ユニット  ユニット  グループ化 内科    質問せず 言
時一般病床使 (稼動していない)

2種病床     6 建物内    ]ニ ット  ユニツト  グループ化 甲科    (轟
封

せ  時に
1発募Fと

し
て督碧暑倉

貢
護師

T 一般 讐
病

2種病床   10建 物内  ユニット ユニット グループ
牛 省

児科等混  40    0  
民蓋讐

場
守

こは特

704

表 2.2.結 核病棟の配置状況   |
(a):独立して病棟名が付与されている場合でも、建築上二単位の病棟とみなされる病棟を区切って結核患者収容室としている場合には病床としてユニットとみな
す。非ュニットでは建築上独立病棟を形成している。

(b):看護単位が、結核病床以外の病症を含んで一単位を形成している場合には看護単位としてiニットとみなす

(d):結核病床が同一フロアニ内で一箇所に集められ他から明確に区切られている場合をグループ化とし、結核病床が専用区域を形成せずほぼ完全に一般病
床と融合している場合には病室単位運営とする。  ,
(e):平成21年の厚生労働省調査ではユニット化に分類されていない。

(つ :2階は使用していない。

0:結核病床と合わせて50が最大限。

(h):6階 建ての2～ 5階 (6階 は倉庫)を占有しほぼ別棟に近い。隣接地に他の病棟を増築し渡り廊下で連結。

C):看護単位もナースステーション自体も併設(隣接)病棟とは独立。患者入室がある場合 (これまで同時期に2人が最大限)その都度看護師を臨時で専用に1人

配置する(各病棟持ち回り)。

(k):西6+東 6の一部。看護単位はこれら全体で一単位を形成。6東 [元結核病棟]の一部は使用しておらず、また7西 [元結核病棟]は現在使用していない

①:精神科閉鎖病棟全50床 中モデル病床申請数30床 。上記中陰圧室は8室で他は普通は精神科病室 (女性用閉鎖病棟)として使用(結核患者が8人以上の場
合に使用することがあるが稀)。

(m):1階が結核病床2階は2種感染症4床で、この建物で計6床。他から離れた別棟を形成、この病棟に普段は職員はいない。

(n):収容実績ないが、2階 2種病床とナースステーションは共有である。

(o):全 病棟に陰圧個室(非モデル病床6室を含む)設置。結核病床は常に陰圧だが通常は一般病室として使用し、結核患者収容時はドアと窓を開鎖して結核病
床とする。また各陰圧室は縦に緩くグループ化されている。

(p):は しか等も入れる場合がある。扉で感染症病棟を区切り、結核と同時収容」鰤能と。



病室数

%

病床数

%

90

39.5%

90‐

12.8%

37

16.2%

74

10.5%

47

20.6%

188

26.7%

4

1.8%

20

2.8%

26

11.4%

156

22.2%

18

7.9%

144

20.5%

1

0.4%

9‐

1.3%

２

０

・

９％

‐４

２

．

０％

％

　

　

　

％

３

　

・

３

　

９

　

・

３

45.9%

表2.3.個 室と多床室の分布 (表 3.7、 3.8参照 )

18



精神科単科。r            ~  ~
病院名 一般病院/通 病床入院対象患者の規定          若年者の入院/患者層

_二___JOrモデル   ‐

A T般 /通常  槽γ
確定 (PCR陽

牛
等)+疑い患者 (PCR未着)若

年著も少なくなし`

B 一般/通常 結核確定患者(PCR陽性等)        若年者も少なくない

o  一般/通常  鱚 附
確定していない患者の

仝
室もあり  若年者も少なくない

D 一般/通常 (質問せず)               質問せず

E 一般/通常 (質問せず)               若年者も少なくない。ホームレスは少ない。

F 一般/通常 (質問せず)               状態の悪い高齢者が主だが若年者も少なくない

G 二般/通常 (質問せず)               80以 上の高齢者多い/時に若年者あり

H  一
,1/通常  璽鋒話

し
)患

者
1診

断つ|すば辱響彎
の結核病院に

若年層も少なくない

I  一般/通常  (質問せず)               時に若年者

J  T般 /通常 (軍間せず)               全患者の2/3が生活保護,ホームレス患者
、                        若い方も多いが元気で家族がいる人は少ない。

K 一般ノ通常  (質問せず)               寝たきりや自由移動不可患者は全体の半分。月
に10名 程度死亡退院。

L -13/通 常  言麿匿蛋言易ヤ
(疑い患者に対

|て
は

,各痺
棟 入室者すkなく質問せず

‐      高齢者が多い(平均69-70歳 )、 またホームレスが

M 一般/通常 結核確定者のみ              多い。 20%くらいは寝たきりで看護単位は15:1。

深夜帯の看護が過負荷になり看護師が一時大
量に離職し結核患者が入院できない事態になつ

結核確定患者のみ:原貝1閉鎖病棟対象者のみし

N 精神科病曝  集会層理翼窟1ビとについて本人同意があれば 高
撃育

が多く干均年齢7o歳前後

任意入院の患者も受けることあり。

。  零簿
科病院

T(質 問していない)             
傘歴媛どぷ夢炉

棟入院同意が
考

要。分裂病
1認

1 増寧■
が主/収

容実績なく否明      1       収容実績なく不
甲

Q 一般モデル 疑いを含む結核患者            質問せず
結核確定者のみ (疑い患者は各病棟陰圧室に収

R一般毛カレ
F営欄 鱗 農 唇藝 仄 麒 真行言

も
:くTT中

果お重
T都1管

帯不可

床として機能している。
基本的に合併症 (透析が多い)結核への急性期                    ｀

S 2種病床   対応のための入院。院内の結核疑い患者は確定質問せず
診断以前は入室しない。

院内発生の患者のみ収容が原則 (結核疑いも含
T  2種病床   めPCR結果判明まで、ないし結核病棟転院まで 質問せず

の期間)^

表2.4.入院対象者と患者層
(a):疑い患者 (確定していない患者)は個室にいれ据え置き型換気装置を作動させ陰圧化する、と。確
定すれば換気装置は停止させる。

(b):疑い患者 (確定していない患者)も区域ごと陰圧化されている結核病床区域の陰圧個室に収容。
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と置されている。ナースステーは別 (

G 一般   通常

I 一般   通常

L 一般   通常

P 精神科が主 モデル病床(精神)

S 一般   モデル病床(=般 )

T 一般   結核病床なし

ションから遠い。結核患者ないし疑い患者収容実績はない(結核病

床よりも窓は大きく部屋は大きくて明るい)。 予定されている病院建

て替えで結核病床を30床へ減床させ2種感染症病床と同じ病棟とす

る予定            ′

2種感染症病床は結核病床と一体になってグループ化/ユニット化

されているが感染症と結核の間には仕切り扉がある。結核と感染

症の各病床に患者をそれぞれ結核患者、感染症患者を入れること

も可能との見解。室内にユニットバス設置。デング熱やインフルエン

ザなどの患者収容実績あり。
感染症病床は結核病床の隣の病棟に設置されている、陰圧化され
ているがHEPA排 気の有無は不明
1階が結核病床で2階が2種感染症病床になっている。他から離れ
た別棟を形成、この病棟に普段は職員はいない。

陰圧化されていない結核モデル病床は結核患者には使用せず一

般病床として使用し、陰圧イヒされている2種感染症病床を結核患者
に使用している:2種病床は結核とは別の病棟に設置されている。

察雷懸声
での処

弓
だが、年間2-3例

|ま
重症で院内で治療する場合

表25.結核病床と2種感染症病床の関連
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排気設備  HE鰤 循

斎簿響稽暮        詳細

ハ   曇

―
癖棟内陰圧化不

可
能室 なし    なし    なし    機械換気なし、換気扇なし。     対象外        なし

病院名  区画

同一病棟内陰圧化可能室群 あり

B  同一 病 棟 内 非 陰圧 区域    あ り

同一病棟内陰圧区域:    あり

C               あり

D                あり

E               あり

F               あり

G  同一 病 棟 内非 陰 圧区域    質 問 せ ず

同一病棟内拡大陰圧区域  あり

同一病棟内固定陰圧区域  あり

H               あり

1                なし

」               なし

K  2階病棟        あり

3階病棟         あり

4階病棟        あり

5階病棟         あり

L               あり

M  OO病 棟       なし

全含
病棟一部+□ El病棟 なし

△△病棟内MD薇区域  あり

N  同一病棟内非陰圧室群 あり

同一病棟 内陰圧室群   あり

0              あり

P               あり

Q            あり

R               あり

S  モデル病床       不明

2種感染症病床0)   あり

T  2種感染症病床     あり

なし    機械換気(詳細不明)。      不明

な1     雷醤螢尋可
不明)+HEPA付

「

循
不明

なし    機械排気による全排気      不明

なし    換気扇による全排気       不明

なし    機械排気による全り1気      ‐2回

感染粒子の除去 (全排気ないしHEPA付再循環ないしその他 ) 外 気導 入 回数/時間   辱』

環を言

T摯
気 回双 /

なし    なし    機械排気による全排気可能(a)  15回 -30回 (実 態不明) なし

なし    なし    機械排気による全排気。      質Polせず       なし

なし

あり

なし

なし

なし

質問せず

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

なし

なし

あり

なし

あり

なし

あり    糟雲婁量舞塀

+全
炉室空気

最大8回 (現状不明)  質問せず

なし    曇
械排気で一部空

尋
をHEPA付

〒
循 再循環含めて47回程度 再循環含めて47回程度

なし    機械排気による全排気      32回         なし

なし    機械排気による全排気      25回         なし

なし    機械排気による全排気      不明         なし

質問せず  質問せず            質問せず       なし

なし  機械排気による全排気   話Pな
いし6回 候 態不

なし

なし  機械排気による全排気   鶴Pれ
t6回 峡 態不 なし

なし    機械排気による全排気      45回 ～6回      なし

なし    機械換気なし。換気扇なし     対象外        なし

なし    機械換気なし。換気扇なし     対象外        なし

なし    換気扇による全排気。       不明         なし

なし    換気扇による全排気。       不明         なし

なし    換気扇による全排気。       不明         なし

なし    換気扇による全リト気。       不明         なし

なし    機械排気による全排気       2回           なし

なし    機械換気なし。換気扇なし     対象外        なし

なし    機械換気なし。換気扇なし     対象外        なし       ‐

なし    機械リト気による全排気 不 明
陽圧化可能 1室のみ HEPA
付再循環空気清 i争機設置

不明

不明

なし

なし

なし

なし    繕醤基曇ξttEPA付
再  再循環含めて

`日

程度  笙

気導入を含めて6回程

なし    不明               29回         なし

なし
     曇

械換 気で一部 空気をHEPA,再 循  22甲    _      48

なし    機械排 気による全排気       不明         なし

表3.1_感染粒子の除去状況

(a):排 気装置はon/酬でかなり作動音が大きいとのこと。疑い患者 (確定していない患者)はこの個室にいれ据え置き型換気装置を作動させ陰圧
化する、と。確定すれば換気装置は停止させる。
(b):陽圧化は殆ど作動していない様子で、HEPA付再循環装置の稼動状態についても質問していないため、別区画としなかつた。
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病院名 病床区画 換気システム概要 給気(機械)系の独立 リト気

給りF気装置
停止時対策
(フ ァン運動夕

・
ン

A 同一病棟内陰圧化不
可能室群

同一病棟内陰圧化可
能室群

同一病棟内非陰圧区
域

同一病棟内陰圧区域

同一病棟内非陰圧区
域

同一病棟内拡大陰圧
区域

同一病棟内固定陰圧
区域

2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

○○病棟

△△病棟一部+□
□病棟一部

△△病棟内MDR区
域

同一病棟内非陰圧

室群
同一病棟内陰圧室

群

モデル病床

2種感染症病床

2種感染症病床

共用トイレ浴室からの排気のみで機
械換気なし。換気扇なし。

据え置き型のHEPA付 排気装置
(on/offlあり

病室に排気給気両方あり。廊下で給

病室に排気給気両方あり。廊下で給

廊下と病室共に給気されている。病室

以外にも共同区域トイレで排気

病室に排気給気両方あり

病室に排気給気両方あり

病室に排気給気両方あり     '

質問せず

排気のみ。機械給気の有無不明

排気のみ。機械給気の有無不明

排気のみ。給気なし。

トイレ浴室からの排気あり。これ以外
自然極争 絶ヽ争罵r.‐ l__

ほぼ自然換気。換気扇なし。

各部屋の換気扇のみ

各部屋の換気扇のみ

各部屋の換気扇のみ

各部屋の換気扇のみ

廊下、各病室とも給気/排気あり
`

トイレ浴室からの排気 (on/。つを除き
ほぼ自然換気

トイレ浴室からの排気(on/。0を除き
ほぼ自然換気

病室からの排気のみ。給気は非MDR
区域からフィルタ=(HEPAかどうか質
問せず)を通した空気を廊下側に吹出
している。

機械換気だが不明

機械換気だが不明

廊下から給気。廊下と病室から排気。

病室からの換気扇による排気

病室内で給気、排気ともにあり

区域内廊下兼共用スペースでは給気
のみ。各部屋で排気と若干の給気。

質問せず

各室で給気と換気 :

各病室は排気のみ、廊下で給気

は他の病床からの排気と共 不明
1閑

部屋ごと単独独立    不明

質問せず

あり

なし

なし

あり

なし

なし

なし

不明

質問せず

質問せず

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

独立

独立

独立

他病棟と共通

下階と共通

独立

給気の有無不明

給気の有無不明

給気の有無不明

独 立

非MDR区域からの
フィルターを通した送
気

質問せず

質問せず

独立

フロアー共通

各部屋単位で独立

質問せず

各室で独立

共通

単独独立

単独独立

単独独立

単独独立

単独独立

単独独立

質問せず

単独独立 (陰圧区域全体で1

単位 )

各部屋毎の換気扇排気

各部屋毎の換気扇排気

各部屋毎の換気扇リト気

各部屋毎の換気扇排気

単独独立

質問せず

質問せず

量程警
立(陰

F区
域全体

下
1を

‐

単独独立        なし

質問せず        質問せず

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

　

Ｍ

Q

Ｏ

　

Ｐ

Ｒ

　

Ｓ

単独独立        なし

不 明

不明          不明

単独独立        あり

単独独立 (換気扇)

陰圧室は縦にブロックを形
成しこれらのシステムのみで あり

単独独立排気

単独独立     ヽ なし

単独独立        なし

単独独立        なし

単独独立        あり

表3_2.換 気システムの概要
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排気口が病室窓から離れて

_型 名 _琴床区画    砧[門邸妻善

′ノノ   HEPAフィルター保守整備 いる

A  量菫辱
棟内陰圧化可

ぁり

B   同一病棟内陰圧区域 あり

あり

あり

あり

なし

G  目面
病
督
甲拡本陰圧

ぁり

量吾
病棟内固千号圧ぁり

Ｃ

Ｄ
　
Ｅ

L            あり

M   金後
病棟内MDR 

ぁり

0         あり

Q           あり

R            あり

S  2種感染症病床 あり(給気側にもあり)

丁  2種感染症病床 あり

交換1回/3年 (目 詰まり警報等の有 。K(屋上から排気)

無質問せず )

交換1回/2年 (目 詰まり警報等の有 。K(屋上から排気)

無質問せず)

交換1回/1年 (毎 月点検)    OK(屋 上から排気)

交換1回/3-4年 (目 詰まり警報設 OK(屋_Lから排気)
置)

交換1回/3年 (差圧メ
=タ

ーで管理)OK(屋上から排気)

N。 (同 じレベルで排気。1つ の

病室だけ外気取り入れ口近く

に排気している)

交換1回/4.5年 (目 詰まり警報設置)OK

交換1回/45年 (目 詰まり警報設置)OK

No(同 じレベルで排気。隣接

交換1回/2-3年 (差圧計をモニター)する病室へのショートカットの

可能性有り)

交換の経験なし(陽圧警報あり) OK(屋 上で排気)

差圧計なし/5年に1回程度    No(病 棟横で排気)

交換 1回 /2-3年 (差圧計のモニター
で交換時期を決定)

交換1回/1年

OK屋上排気

OK(屋上排気 )

あり

No(同じレベル排気している
交換 1回 /2-3年 (現在)

が給気口とは離してある)

交換は2-3年に1回 (目詰まり警報  No(給気と排気のダクトが隣
等の有無は不明 )

交換 1回/1年

接している)

Ok(屋上で排気 )

表3.3_排気の状況 (機械排気のある区画である程度詳細の判明のしている区画のみ )

23



交換頻度 区 画

1年に1回交換

2年に1回交換

3年に1回交換

2-3年に1回交換

3二4年に1回交換

平均4_5年 に1回交換

5年に1回交換

交換の経験なし

表3_4.HEPAフィルターの交換状況
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病院名  病床区画    尋責百3Mと
給気ロィ

 霞詈籍翼震識F空
気流の設定(清 、

A  暑罷璽紗
陰F■ 化 患者頭付近

異霰響
ドサイドに  なし

B  目
―病棟内陰圧区 病

覇辞製謄彗
1下排気。病室入 ぁり

c           嚢饗F給
気。病室入

マ
ロ付近で ぁり

多床室は部屋中心部で給気、病

‐D          ‐署登善晟↓掛著島撃長ら個尋壇暑 あり
,         排気

E      劃責蜀唇心 雪
室内トイレぁり

F           嚢響丁
給気。廊下製本リロ近くでなし

0  星I唇
棟内拡

今
陰

.嚢恵&足
響部分天

十
で1,卜気。給

陰圧区域内の空気流設定なし

星≡霞
棟内固定陰

 憂恵艦

井でリト気。給

H           嚢釉

まば中心部天丼で排 一般病床区域⇒陰圧区域⇒結核病

床に設定

L   諌試蕊 段うL徹 鷲テニ晏粟理 ラお襲潟
排気           ‐

(現状で陰圧ではない)

M  金会
病棟内MDF 

軍間せず          非MDR区域⇒MDR区域廊下⇒病室

0           [置暴曇言曇;嗣茎彗論理黒ど蘭躊雫三馨嘉量
圧区域(陰圧区域

Q          昴菖房孟男飛薔穀貧、
より給気。

(病棟単位運営)

=うてし。

患者ベッド真上のHEPAユニット

: R           百再1薇ラ奪貯二‐
O排気は入り 通常病床廊下⇒陰圧区域全室⇒共

室からの排気 用室兼廊下⇒各病床
のみ。

排気の熱交換ユニットは患者の

S  2種 腎
染症病床  笙響ぢ繋難i:鷲熙≧筑藷ま言

に
廊下

マ病室

い 。

丁  2種感染症病床  質問せず          廊下⇒病室

表 3.5.空 気流の設定 (機械排気のある区画である程度詳細の判明のしている

区画のみ)       .
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病院名  病床区画 病室の陰圧化鋤轍
病室外区域(廊下や共用室を
含む)の陰圧化

陰圧のチエツク機構と記録

病室陽圧化可能十
前室設置 (HiV合 併
結核など易感染性
患者管理のための
個室)

同一病棟内陰圧化

不可能室群

同一病棟内陰圧化

可能室群

同一病棟内非陰圧

区域

同一病棟内陰圧区

域

同一病棟内非陰圧

区域

同一病棟内拡大陰

圧区域

同―病棟内固定陰

圧区域

2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

σO病棟

△△病棟一部+
□□病棟一部

Δ△病棟内MDR
区域

同一病棟内非陰
F■室群
同一病棟内陰圧
室群

10 なし

2 全室陰圧化可能

40 なし

20 全室陰圧化

55 全室陰圧化

10 全室陰圧化

10 全室陰圧化

電厨 なし
30 なし

12 全室陰圧化可能

8 全室陰圧化

3 全室陰圧化

4 なし

46 なし

59 (換 気扇による換気 )

58 (換 気扇による換気)

59 (換 気扇による換気 )

59 (換 気扇による換気 )

10 全室陰圧化

51 なし

44 なし '

全室陰圧化

なし

全室陰圧化

全室陰圧化

(換気扇による換気)

全室陰圧化

全室陰圧化

なし

全室陰圧化

全室陰圧化 |

なし

病室外陰圧区域の形成なし

なし

区域全体が陰圧化

区域全体が陰圧化

区域全体が陰圧化

区域全体が陰圧化
・

なし

なし

区域全体が陰圧化可能

区域全体が陰圧イヒ

区域全体が陰圧化

なし

なし

(換気扇による換気)

(換気扇による換気)

(換気扇による換気)

(換気扇による換気)

区域全体が陰圧化

なし

なし

区域全体が陰圧化

なし

病室外陰圧区域の形成なし

区域全体が陰圧化

(換気扇による換気)

病室外陰圧区域の形成なし
く病棟単位運営)

区域全体が陰圧化

なし

区域全体が陰圧化

区域全体が陰圧化

なし

なし(HiV合 併患者
も陰圧室に入院す
る)

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

機械動作確認のみ

中央監視IC(ナースステーションに設置)

で各部屋区域の圧をモニターしている/一

日一回チエック
3ヶ月に1度行う。病室の入り日と病棟の入
り口をチエック(ビ ルメンテ会社が他の点検
と共に行つている)

なし

設備管理室で毎時間の自動記録

なじ

なし

毎日看護師がスモ→ テスト施行し記録/

圧計も記録する

なし

なし

陰圧のチェックではないが、看護師が排気
ファン作動ランプを勤務交代時に確認する
(記録はしていない)。

病室入日のデジタル式差圧計を1日 に1回

看護師が確認/記録はしない
スモークテストを1日 1回施行(病棟の看護
自T)/記録あり

なし

時々チェックする程度(決まりなし)。

じ

　

し

　

し

な

　

な

　

な

E

F

G

H

I

」

K

な しＬ

Ｍ

１
　
寒
２０
５

なし

なし

なし

1室 のみ陽圧化可
能/前室はない

なし

なし

なしＯ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

２

‐ ５

３

０

６

‐ ０

し

し

し

し

し

し

な

な

な

な

な

な

モデル病床

2種感染症病床

2種感染症病床

表3.6.陰 圧化の状況
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個室       2床 室   3床 室   4床 室(b) 5床室(a)6床室(a) 7床室(a) 8床 室(a)9床室(a)

lE IE 浮 駆 燿 澤 澤

―鷲ii 貫言iS 言][ 重[幌
 璽

iF tti糧
 鷺

][
0   1 595   1    474  0

壌量
化可能 26 0 2"000

B 非陰庄区域  40 あり   あり   4 124 0  o   2 159 0 0  0    8  797 0

C

D

E

F

G

H

I

J

K

陰圧区域   20 あり   あり

全室陰F■   55 あり   あり

全室陰圧   10 あり   あり

全室陰圧   10 (つ    あり

なし     29 あり  あり

非陰圧区域  30 あり   あり

嬢本
陰圧区  12 あり   あり

展
定陰圧区  8  あり   あり

全室陰圧   3  あり   あり

非陰圧    4 あり  あり

4 159  0  0

1  124  0   0    7 719  0  0  0

2  128  0   0                 o

2  163  2   0

5  128  0   0

3   782   3    2      4 ,03   0   0

4 703  0   0

3    フ97  0

10   643  0

2    656  0

2    823  2

6    655  0

2    703  0    1   546     1   464

1   751  0

2 664

2 162 0  0

34T l l   1 523 0

2 882   0   0

3   62   0   0               1    '97  0    1   037      5   531

2  146  0

3  922  0

非陰圧    46 あり  あり

ぎ鷲声
室非 59あり なし

ぜ蟄声
ヨト 58あり なし③

置護書
室非 59あり なし③

置護声
室非 59あり なⅨの

全室陰圧   10 あり   あり   6 132 6  0

00病棟  51 あり  あり   6 1T8不明ネ明

2   47             3  527

3                     5

2          1          5  574

2           1           5

Ｌ

　

Ｍ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

Ｔ

高驚寝軍 “
あり おり 4写6利 利     3¨ 302“73卸

部

會
領 怪 1:あ り あり 21T9不 明

T明
37陀 00  2η 70

非陰Ft室   20 あり   あり                             5  783 0

陰圧室    5  なし  なし   3 不明 0  0   1 99 0 0

全室陰圧  8(つ   あり  8 1ギ  8 1

1し
    2(つ   あり   2 1T 2 6

全室陰圧花 15 0  (つ    15 1T 15 15

全室陰庄化  3 (つ    (つ     3 133 3  3

り
/全 61り  あり 6● 00

⊆鷲翼委ィ
全
 1。  。  。   101T81。  16

表3.7各 区画の病床配置と陰圧化 'トイレ・浴室シヤワー等設置状況

★ :トイレ/浴室シャワー等を含む面積の場合★を付す。

☆ :トイレ/浴室シャワー等を含む面積かどうか不明の場合☆を付す。

〈b):全部屋がトイレ/浴室シャワ=等なし

(b):全 部屋が浴室シャワー等なし

(d):風 呂は1階の結核患者専用浴室を使用

(e):病室外陰圧区域の形成なし

(つ :各部屋に設置しているので不要
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個 室 2床室 3床室   4床 室
5床室 6床  7床
(a)室(a)室 (a)

計
昧

室＜ａ

9床

室(a)

総計

陰圧 tr 陰圧 tr 陰圧
リ
ウ  陰圧 tr 耗

圧
一　
１８

挑
圧
一　
２

ブト膨き  リト臨営

圧  圧 雀『  陰圧 t『

病室数
｀

病床数

トイレ・浴室/シャワー

等の有無判明病室

トイレあり病室 (不 明除
く)

浴室/シャワーあり病
室 (不明除く)

21   16

42  32

.21  16

1

1

65  25

65  25

63   15

2   1    20  27    4    26 103   120   228

193   511   704

106   110   216

80  108

20  27

2

表3.&陰圧/非陰圧別に見た個室・多床室分布と,トイレシャワーの設置状況

(a):陰 圧室なし
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病院名 病床区画 陰圧化の有無 霊
室窓の開放不可化ないし

甲
放禁

結核病床区域

陰圧翻 片璽是
扉の自開

室 設 置

編轟屡鼈
常に必要以外 病室扉は引き戸

同一病棟内陰圧イヒ不

可能室群

同一病棟内陰圧化可

能室群  .

同二
病棟内非陰圧区

域

同一病棟内陰圧区域

同一病棟内非陰 F■ 区

域

同一病棟内拡大陰圧

区域

同一病棟内固定陰圧

区域

なし

全室陰圧化可

能

なし

全室陰圧イヒ

全室陰圧化

全室陰圧化

全室陰圧化

なし

なし

全室陰圧化可

能

全室陰圧化

全室陰圧化

なし

なし   ,

(換気扇l_よる

換気 )

開放

陰圧化時間鎖

質問せず

閉鎖が原則

閉鎖が原則

閉鎖が原則だが開放し
ていた病室あり

閉鎖が原則

閉鎖が原則

質問せず

質問せず

質問せず

閉鎖が原卿1

質問せず

閉鎖が原則

買間せず。実際には開
いている部屋も多く見ら
れた。

閉鎖が原則

あけてよい

あけてよい

あけてよい

質問せず

質問せず

常に閉鎖

収容実績なく不明

結核収容時は常閉鎖

常時間鎖

(稼動していない)

常時間鎖

常時間鎖

全て弓|き 戸

全て開き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て]1き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て開き戸

全て開き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て開き戸

全て開き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て引き戸

全て弓|き 戸

全て開き戸

全て引き戸

全て引き戸

開放可能だが常時間鎖を指導‐

(陰 圧時)開放可能だが常時間鎖を
指導

質問せず

開放可能だが常時間鎖を指導

開放可能だが常時閉鎖を指導

開放可能だが常時間鎖を指導

開放可能だが常時間鎖を指導

質問せず

質問せず

(陰圧時)開放可能だが常時閉鎖を
指導

開放可能だが常時間鎖を指導

開放可能だが常時閉鎖を指導

質問せず

窓は閉鎖が原則だが患者が開けて
しまうことも多い

窓は閉鎖が原則だが患者が開けて
しまうことも多い

あり

あり

冒躍Fは
はつ質問せず

あり     あり

し
　
　
し

な

　

な

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

あり

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

自開式

自開式

なし

H

I

」

K 2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

なし あり

Ｌ

　

Ｍ

全室陰圧化  開放可能だが開放しないよう指導  あり     あり

○○病棟    なし     閉鎖が原則          なし     あリ

合禽涙埜罰
部十□なし     閉鎖が原則      ‐    なし     あり

合
△病棟内MDR甲

傘室陰圧化  開放不可能          なし     あり

星黒
病棟内非n__圧

なし     開放可能           なし     自開式

暴
一病棟内陰圧室

全室陰圧化  開放不可能          なし     自閉式

全室陰圧化  閉鎖が原則1           あり     自閉式

｀       ・
婚

扇による 開放不可能          なし     不明

全室陰圧化  開放可能だが常時間鎖を指導   炉 督
単位

号  自開番

全室陰圧化  開放可能だが常時間鎖を指導   あり     自閉式

モデル病床    なし     (稼 動していない)       なし     あり

2種感染症病床  全室陰圧化  開放可能だが常時間鎖を指導   なし     あり

2種感染症病床  全室陰圧化  開放不可能          なし     あり

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

表3.9..ドアと窓の状況と管理
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菅プ讃病床区画 多床室への収容条件
病室外への自由移動許 病棟ないし病床区域外への自由移動 病院外外出/外泊の基
可の条件      許可の条件           準

~万

「
F耳

ご

~I肇

妥冒]]]]「
『

1]零 豪尋二]]]][治
療初期 11個 室とし

制限なし        入院中不可
′    同一病棟内陰圧化可 たいがベツド運営上困喫

能室群

B 一 般  最

二病棟内非陰圧区

同一病棟内陰圧区域

C 一般

D T般

E 一般

F 一般

G 一 般  目

~病棟内非陰圧区

同一病棟内拡大陰圧

区域

同一病棟内固定陰圧

区域

H 一般

I 一般

J 一般

K 一般  2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

L 一般

M 一般 ○○病棟

「
般 合禽蜃埜罰

部+□

一般  合

△病棟内MPR区

N 理模
科

星:病
棟内非陰圧

同一病棟内陰圧室

群   :

。 籍誤
科  .

P 漂菫科

Q 一般

R 一般

S 一般 モデル病床

治療初期は陰圧区域個室 (2床室を使用)を

原則とするが、ベッド運営上困難なことが多
い 。

最初2週間程度は個室管理が原則

治療初期は個室が理想だが運営上困難なこ

とが多い。薬剤耐性 (疑い)Iま 積極的に個室

に入れる。

治療初期、重症患者、MDR用意者は個室が

理想だが運営上困難なことが多い。

治療初期、薬剤耐性例は個室を原則

治療7J」期は個室が原則

多床室なし

入院患者少な〈ほぼ常に個室管理

培養陰性化が原則だが、ベッド運営上困難な
ことが多い。

個室はないが排菌部屋とそうでない部屋があ

る。

個室のみ使用

基本的に個室は重症患者に使用し、状態がよ

ければ最初から多床室可能。

質問せず

塗抹連続2回 陰性

個室のみ

多床室なし

多床室なし

多床室なし

多床室なし

病棟外院内売店に行〈ことが
'日

1回許

制限なし        可。これ以外の結核病棟外への移動不

可 。

復督
初期■

1間
程辱)経

:〔甲
日ξ瞥ご慧醤EEξ″

旱

質問せず

質問せず

質問せず

質問せず

質問せず

制限なし

短期の患者が殆どで基準なし

蠍 譴立£ビ
よ引J旨

マ
るが、鋼 刊まあまり患者がいないので

鑑 医判断

質問せず       棲雷賢措 畠潜ざま∬[則
だが

季
際に 培養陰性化

マスクをすればはじめから院内自由移動許可。ただし非結核病棟への 排菌(塗抹)陰性(塗抹陽性
移動は禁止。病棟間は鉄の扉有り常時間鎖しているが施錠はない。 でも培養陰性ならoK)

喀痰塗抹または培養が3回 連続陰性

入院中不可

原則不許可

原則不許可

喀痰塗抹または培養が3回

連続陰性

原則不許可

喀痰塗沫培養検査結果が2

回続いて陰性の場合。周囲

散歩の場合マスク着用が

条件で、散歩許可証を発行

しており、散歩区域と散歩

時間を定めている。

原則不可

主治医判断。通常治療開始2週間程で区

域外移動を許可(1日 1.2回 程度)必ず看  原則不許可

護師がつきそう。

入院中不可 原則不許可

病棟外移動の条件は喀痰塗抹陰性。陰

圧区域外に出る条件については質問して 喀痰塗抹陰性

いない

狙 間以上治
春

し主洛医が許可すれば。
懸:諄 絋 疏]瞥臓懇

歩のみ可

非MDRで は入院 lヶ月後FB3薬 が順調に月風

薬できていること。

区域内は出入り自由
れの

出燎言留野醤お榔 早Fi塗
抹陰性ならOKの可能性高い)。 ただし

MDRの 場合あまり区域外今行きたいとい

う希望はあまり出ない。

陰圧室から自由に出入り可

能となる条件は塗抹連続2 閉鎖病棟で不可能

回陰性

質問せず        1ケ 月3回検痰し2ヶ 月連続6回 塗抹陰性。 主治医判断

不可能 (施錠) 閉鎖病棟で不可能           不可

曇鼈 蒼ピ動穐ξ暦

取できなけ相 ま胃淘 卒抹検査が3甲連
主治医判断

結核治療 2週間以上経過し3日 連続塗抹
感受性が出るまで不許可  検査で陰性を確認。しかしこの際には退  主治医判断

T 一般  2種感染症病床  多床室なし

眸十ふ
「

″ぶ名にヽ _

入院日より2週間は原則として不許可。共用室等がな実質病床区域 =
病室。

主治医判断だが部屋自体から出ないよう指導

質問せず

主治医判断

表4.1.各 区画での患者管理状況
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病院名 精
壁量暑計

r病
床区画

結核患者の病院内移動時のエレベーターの専用化な
いしは対応(移動時間帯の調整や患者マスクを除く).

病棟/病 床区画出入り回の施錠や
secu■tyの 有無

=般

一般B

一般

一 般G

般

　

般

　

般

一　

　

二

Ｃ

　

Ｄ

　

Ｅ

同一病棟内陰圧化不可能室群

同一病棟内陰圧化可能室群

同一病棟内非陰圧区域

同一病棟内陰圧区域

同一病棟内非陰圧区域

同一病棟内拡大陰圧区域

同一病棟内固定陰圧区域

2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

00病棟

△△病棟一部十□□病棟―

△△病棟内MDR区域

同一病棟内非陰圧室群

同一病棟内陰圧室群

モデル病床

2種感染症病床

なし。他患者の同乗も可能

独立戸建なので不要

結核患者の使用するエレベーターはほぼ決まってい

るが専用化等はしていない

特にしていない

職員用のエレベータを使用するが専用ではない。使
用中は他患者の同乗謝絶。

専用エレベータ=はないが他の病棟でのメインエレ
ベーターは結核病棟では閉鎖している。結核患者使
用時はエレベーターの他患者同乗は謝絶。

独立戸建なので不要

結核患者使用時は他患者の同乗を謝絶。

なし

なし

ほぼ別棟で、エレベータは結核病棟と他の病棟では

別。

なし。他患者の同乗も可能

なし。他患者の同乗も可能

なし。他患者の同乗も可能

なし。他患者の同乗も可能

質問せず

病床1階で不要

病床1階で不要

結核患者使用時はエレベーターは専用化する(bu‖ d

hの専用化システムあり)。

質問せず

他患者の同乗は謝絶

他患者の同乗は謝絶

休日夜間は病棟出入り口にブザー設置

なし

陰庄区域前室がナースステニションに隣

接しておリチェック可能

なし

なし

なし

なし(チェック困難)

なし

陰圧区域出入り回は施錠可能。認知症患
者等への対策として使用することがある。

なし

なし

なし。設置しても患者の不満が大きくなり
管理しきれない可能性が高い。

なし(制限していない)

隣の緩和病棟との連結部分は施錠されて
いるが、他にはない。

なし

なし

なし

病棟出入り回施錠(閉鎖病棟)

病床区画の出入り日は施錠可能。開鎖病

棟自体の入り回は常時施錠。

開鎖病棟で出入リロ等は施錠

結核対策とは無関係にどの病棟に入るに

も専用のカード(窃盗などの対策)が必要

(無断で出ると自由に戻ることができな‐

い)。 患者はカードは持たない。

なし(区域内のエレベーター出入り回は施

錠は通常施錠)        |

質問せず

なし

H

I

」

K

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

精神科病院

精神科病院

精神科が主

一般

Ｌ

　

Ｍ

Ｏ

　

Ｐ

般

　

般

　

般

一　
　
二

Ｒ

　

Ｓ

　

Ｔ

表4.2.患者移動時のエレベーター管理と病棟/病床区画出入り回のセキュリテイーの状況

31



病院名 重譲襲農
科or病

床区画  `      病室/病棟ないし病床区域外 ←有りの場合対策      肇野舞普誌若窯
無 ←有りの場合対策への無許可移動の有無                 |

A    一
攣

  [二 [[li[||]]][群
 ぁまりない          与星肇詈績ξ

棟出入り口にブ ほとんどない    貧『 霙      i

B    T般   同一病棟内非陰圧区域    ぁまりない 。稀 に痴 呆 患 者 な  なし

同一病棟内陰産区域     ど°

              聖

室 ドアを手 動 に切 り替 えて開
ほ とんどない

難 くする^                    .

C   一般              年に23例        厳重注意         年に23例     厳重注意  |

D   一般    ｀         あり           厳重注意         年に数回     厳重注意

E   一般              ほとんどない。病棟を出ようとすればすぐわかる。認知症等の問題はあまり経験しない。         .

ト    ー般               時に認知差等で経験あるが稀 露想
症の場合

肇
床センサーで

「
とんどない       ―

G    
二

般   同 一 病 棟 内 非 陰 圧 区 域                   な し

同一病棟内拡大陰圧区域   弱智露言などで時にぁ,が
 馨是粒 賞り霧醗着とし 

し
同一病棟内固定陰圧区域  `                て使用することあり

認知症ではフットセンサーなど                 ヽ

H    二般               認知症などで稀にあり    使用するがかなり大変で、拘束 ほとんどない
を余技なくされる場合もある。

I    =般               あまり患者がいないのでわからない

J 一
1    

実甲 Jま占由手出入IJLtL%こ
曹 渕 馳 i。

謄 縦 Tら
鎌 麟

Kず
は [ 実い

,F出
,あ品 る

窟[f:鷲
酪畢酎R誌電

ざ 麗[難 二
F朴

5階病棟                                  いない。

L   一般              なし                        なし

M   一般  ○○病Ⅲ        ぁり。独居、生活保護、反社会

一般  全含
病棟一部

IEl冒
病棟

 宙楊言な竃薯[碕 な鑑 犠具捲騎撃ま
サ~    あり    職駈

~シヨンの

一般  △△病漁内MDR区域   動
ダ
しばしば発生。

N 翻 轟 同,離 内非nF■欝  錯 鯖
離 で 離` 内

,移

同一病漁容陰圧室群 島    蒻
含島彗紺石甑 苦

なⅨ閉鎖病厠

l断と公式書類のもと外から施         `
錠する。

陰圧区域から外へ出てきてしま

0 精神科病院     ‐ なし      現i男き騰 墨]識轟積なし
の外には出ることはできない。

P  精神科が主             収容実績なし

認知床の場合などは離床セン

Q   一般               認知症以外はなし      サーや病室ドアの開閉セン  なし

サーなどで早期に察知。

(認知症の患者では対応困難                   ‐

R   一般              なし           でモデル病床では治療不可能 なし
としている)

S   一般  モデル病床       重症が多く無許可移動はほとんどない。

T   一般  2種感染症病床      なし。元気な人はほとんどいない。

表43.病室/病棟ないし病床区域外/病院外施設への無許可移動と対策の実情
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鵬
名

重誼
'r訴

君塾病床区画
′  実働

病床として 看護単位と 結核 病床区画とナ,スス
ユニット  してユニット病 床 テニシヨンの距離

重症者の受け入と対応

結核病床外空気

感染対策個室の

有無(表 52参照 )

A 一般  通常  暑罷璽蜂
内澄圧化不

ユニット  ユニット

同一病棟内陰圧化可
能室群

B 一般  通常  展

二病棟内非陰
「

区

 独立病棟  非ユニット

同一病棟内陰圧区域

嘲 竃堪岳F~対 応可叡 非陰F重症値室鯛

C 一般 通常

D 一般 通常

E 一般 通常

F 一般 通常

G 一般 通常

H 一般 通常

I 二般  通常

L 二般

M 一般

通常

通常  2階病棟

3階病棟

4階病棟

5階病棟

通常

通常  ○○病棟

△△病棟一部+□
□病棟一部

△△病棟内MDR区
域

同一病棟内非陰圧

室群

同一病棟内陰圧室
群

モデル

ユニット   ユニット

独立病棟  非=ッ ト

独立病棟  非ユニット

独立病棟  非ユニット

独立病棟  非ユニット

独立病棟  非ユニット

ユニット  非ユニット

独立病棟  非ユニット

独立病棟  非ユニット

独立病棟 非ユニット

ユニット  ユニット

独立病棟 非ユニット

病室単位運 病室単位運
営    営

ユニット  ユニット

ユニット  ユニット

ユニット  ユニット

(病 棟内 )

4うこ再宅]で
ら`かな

46(病棟内 )

59

:鯖
如

59

10(区画内 )

51(病棟内 )

2(病 棟内 )

15 近い

対応可能。

対応可能。

なし

なし

なし

質問せず

独立病棟  非ユニット  55(病 棟内 )

ユニット(隣

独立病棟  病棟と共

通 )

ユニット(隣

ユニット  病棟と共

通 )

独立病棟  ユニット

同一病棟内非陰圧区
域

展√
練1拡大陰圧 独立病棟  非ユニット

同一病棟内固定陰圧
区域

うこ肩そ]襲Fら
かな

]重[通笏鶉5]]ξ
「蒻藉屏排勿なし

足、引いては診療報酬が原因との見解。

金属二iCrか
ら

T場
進『 再挽ξツ襲蠣拓認勇宴ご個 ぁ

ッ

ステーションからかな 隣の呼吸器病棟と1看護単位で結核病棟重症患者有

り離れている(隣の病 りの場合には看護師を呼吸器病棟から結核病棟へ多 なし

なし

∞

　

‐２

　

８

棟 ) 少シフトさせるが、全体としての増員はない。

陰圧区域はステ= 重症で看護師のCbse observatonが 必要な場合には

ションからかなり離れ 感染性の時期でもステーション近くの非陰圧個室に収 なし

ている 容する場合がある。

ユニット ユニット  3う
こ五宅:で

ら`かな
頻励 室で対応可能

般
　
般

一
　

一

Ｊ

Ｋ

重症者対応では看護上の問題も多〈、一応結核病床
で対応するが可能なら他院に搬送する。看護体制に

ついては特男1な対応はしていない。

質問せず

署翼蠍 錢管娠認
転`院先がなく自院なし

看護体制上結核病床での重症患者管理は困難で原

則転院だが、やむを得ない場合は各病棟ICUの 陰圧 あり

室を使用。

収容実績なく不明

対応可能

東6病棟 はステーシヨ

ンか らかなり離れて

いる       対応可 能

ステーションから若干

離れている

登理嘉島
ョン

=“

陰対応可能。    '

す療涯Eとステ~シヨ首曇魃 種縫響]護雛ビ

な し

な し

N 嬉護
科
顔菫
科

科神

院

精

病
Ｏ

　

　

Ｐ

　

Ｑ

R

察菫
科

モデル

ー般  モデル

ー般  モデル

な し

なし

あ り

S 一般

T 一般

2種病床

2種病床

循席咤′`かT量屋橿[[1%軍爾慇ギ異膚と職あり

うこ
=そ

:ば
ら`かな

貧生活巧塾[寿言奮Pお鷲」L禦臨諏靱 なし
要。

対応可能。非陰圧の非結核病床ICUで対応する場合

`璽

肩宅:で らヽか?言晏i雌髪輔 薫驀基嬰盤なし
またモニターが飛ばないことがある

表5.1.重症者対応の状況
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病
守
名重鰹

°r二召
レ
合凛症豊け入れへのデメント      ・

[曇
辱羹亀董房腹蔀等の手術 呼吸不全  白血病   透析      妊娠合併

Aず 麟
:撃倉lξ2;鱈薦:考道II嘔

げ認らな十なし

  1田
ず

る
「

術室あ
磐ζ炉督

11旅
「

棟

lξ
枡 ∬ 睾 湧

鯖

認知症は対応可能。近くの全科設置綜合病

B 一般  通常  憶菖聾警漂鰹あmi鎖 碁墓車皐LIし      不明        不明    不明   不明      不 明

た場合の対応方針は不明。

C 一般  通常  認知症は対応可能。合併症は転院が原則
。
なし     転院が原則     転院が原則 転院が原則l転院が原則l   転院が原則

転院が原則 (2週 間以

D塾 通常         なし   董漫驚峯冨瑳聰襲霧霧(転院が原前 転院が原則 転院が原則  晰 が原則

'                        
困難 )

E 一般 通常                    皇薯璽羹皇轟|[露言[β
「 響辱を

'対
応可能 対応可

す 言騨 寄型
の先生次第で

空気清浄機や前室の

F 一般 通常                    なし     麓堪L県尋総亀2囃鴇質問せず 量
け入

1可 層寄里
で
言析対 受け入れ可能

|まできる断うている

基本的に転院だがやむ

G 一般  通常  合併症の種類により対応不可能例あり  なし
     集量宮鳩冬嘉彙菫量髪

質問せず  質問せ
ず  

質問せず     質問せず

用

経験がないが術後一日

H 一般  通常                    なし     でlCUでなんとか対応 対応可能  対応可能  不可      質 問せず

可能かもしれない

I 二 般  通 常 なし     原則転院      質問せず  質問せず 質問せず    質問せず

J 一般 通常                    質問せず   質問せず      質問せず 質問せず 質問せず    質問せず

K 一般  通常  宗渕 種懸|:着331姦 曼

先
なし     質問せず      質問せず  質問せず  質問せず     質 問せず

LI帝
=繁

薔朱糠孵 亀鸞 1諄露、
ポ 響 蛉

著
醸ちる

呼
鳴
辮 葬

鱈
誓欅砕 仄

可能 (陰圧化可能ope

M 一般 通常                    なし     室あるが他からの問い 可能   可能   不可      転院
合わせはなしヽ)

N 幅講
科

湧菫
科                   基し     不可能       質問せず  質問せず 質問せず    質問せず

。 霧誤
科

|デ
ル

輩ξ麿熟書昴」零
は基本的に対応が困難 なし     不可        不可   不可   不可      不可

P 瀑笙
科 モデル                   なし     不可        不可   不可   不可      不可

全科対応可だが他の結核病棟からの要高        陰圧手術室はないがそ

Q T般  モデル
暴署『

合併症結核
零
者の転院はこれまで例 あ

ィ
(b)    ?昇

8言
後に,うこと 可    可    可       可

応対応可能だが、一

R 一般 モデル                  あり(め     警着[榮晟議頒腋皇堪 千デル病床では無理だが,?病棟9陰圧室ならOKlヽもしれない

非常に難しい。

S tt f■    膚購夢 議摯樫現璧可
:監弔

轟ず 和
′

合併症結核患者の転院に関する、他の結核                                ヽ

T 一般  2種  ξ晉薯宗a零暑:ぉょ庁旨琶ll墓農瘍富な なし      経験なく不明。    可     質問せず  質問せず     質 問せず

看講師が絨 ず対応薩困難 ^

1         表52.合併症対応の状況

(a):結核病棟勤務はベテラン看護師が多く、普段みていない疾患の合併結核患者でも医師の協力で、不安はあるもののなんとかケアー可能。

(b):ICU,HCUを 含む全病棟に陰圧個室が1～ 4病室ずつ割り当てられており、うち6床 は非モデル病床。

(d):主要病棟/HCUには陰圧室あり(計 10床 )あり。特に各病棟HCUは各部屋天丼にHEPA付再循環型空気清浄機が設置され中心部のHCUナース
ステーション部分にも大型のHEPA付再循環型空気清浄機が4台設置されている。
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個室  2床 室  3床 室  妹 室  5奄
弄 皇庵)変 )2)基 俺)計

陰圧 tr陰 圧 tr陰 圧
魂『

陰圧 tr tr tξ  魂『

1魂

『  斐ξ 蔭圧
魂ξ

総計

病室数 65   25   21   16     2    1     20   27     4     26     2     18     1    108   120   228

病床数         65 25 42 32  6 3  80 108  20  156  14  144‐ 9 193 511 704

裏褒襲
半」明している病室の

 
2́7  13   44  26    6   3    80  108   20   156    14   144    9   157  493  650

平均面積r      129 112  92  9.78   6_64 595  706 718   614  509   656   566   508

雰潟墨再彙襲

ぽ  2      8  8                                      10   8   18

患者一人

あたりの 15>平均面積≧
床面積請 loポの病室病床  20 9
(トイレシャ 数

ワー除く)

10>平均面積≧
75ポの病室病床  5  4  12 2
数

32  56

20    9    29・

49    62   111

の病室病床数
積       22 16  6  3  48 52  20  156  14  144  9  76  414 490

表6.1.陰圧/非陰圧別に見た個室・多床室分布と面積

(a):陰圧室なし
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病院名 精神or一般 病
「

区画
    

「 奎与ヒ
て

 
『 ] [餞

 蔦iF釜
衆
冒

単レド ζl: 話題翁奪言昌震蔦害誓

A  一般

C  二般

D  T般

E  一般

F  一般

G  一般

H  一般

I  一般

」  一般

K―
  一般

一般

一般

一般

L  ‐般

M  一般

一般

一般

N  精神科病院

0  精神科病院

P  精神科が主

Q  二般

R  一般

S  一般

T  一般

呆吾寵量轟
陰圧化ュニット

同一病棟内陰圧化
可能室群

回霞
病棟内非陰圧

独立病棟

同一病棟内陰圧区
域

1   独立病棟

独立病棟

ユニツト

独立病棟

星

=病

棟内非陰圧
独立病棟

同一病棟内拡大陰
圧区域
同一病棟内固定陰
圧区域

:       ユニツト

'      ユニツト

独立病棟

2階病棟    独立病棟

3階病棟    独立病棟

4階病棟    独立病棟

5階病棟    独立病棟

ユニツト

Oo病 棟    独立病棟

合含層優_獣す独立病棟
△△病棟内MDR
区域

星菫辱

棟内非
号 独1病棟

同一病棟内陰圧

室群

ユニツト

独立病棟

病室単位運

営

ユニツト

2種病床    ユニット

2種病床    ユニット

10  あり

2

40 あり

20 あり

55 あり

10 あり

10 あり

29 あり(2室 )

30 あり

12 あり

8 あり

3  なし

4 なし

46 あり

59 あり

58 あり

59 あり

59 あり

10 あり

51 あり

44 あり(2室 )

16 あり

20 あり

5

8 あり

2 なし

15 
』

室単位澤

3 あり

6 なし

10 なし

511

あり

52_29 あり  あり  あり

319 あり  あり  あり

45_5 あり  あり  なし

30  あり  あり  なし

19 あり  あり  なし

ζ♀′ま あり  あり  なし
30_1 なし  あり  なし

なし  あり  なし

20 なし  あり  なし

なし  なし  なし

なし  なし  なし

不明 あり  あり  なし

3834 あり  なし  なし

4■9 なし  なし  なし

5832 あり  なし  なし

5832 なし  なし  なし

245 あり  あり  なし

3■ 17 あり  あり  なし

3:1:ま
 
―り  あり  なし

1593 なし  あり  なし

927     あり  なし
あり

27  あり  あり  なし

なし  なし  なし

3532 なし  なし 'なし

なし  なし  なし

なし  なし  なし

なし
可(全病院可 )

あり

あり  可

なし 可(全病院可)

あり  可(全病院可 )

なし 可

なし  可

なし  可

なし  可

なし  可(全病院)

なし 可(全病院)

なし  個室でのみ可

なし

なし  不可(実際には

なし  使用している)

なし

なし  可

なし

なし  可(全病院 )

なし

なし
不可

なし  (医師の許可)

なし  場
容実績なく不

可

なし  可 (全病院 )

なし  可

なし 房篇
病床

あり  なし なし
  可(他病棟より規

制緩い)

一 般

表6.2.共 有空間の状況とテレビや電話等の設置状況
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毎紫 重
機

°
「
 病

否
区画

   量 |て

ユ

異8,I慇
 可の場合の購入方法 空承3のア

`セ

ス(庭
1屋 亀8磐βξ両りν型こ 暑留全蹴F適するふどうか(]嗣査

A 一般  呆吾籠
筆

壼
陰

「

化

 ュニット
同一病棟内陰圧化
可能室群

B 一般  量霞
病棟内非陰Ft 

独立 病棟
同一病棟内陰Ft区

域

C 一般          独立病棟

D 一般          独立病棟

E 一般          ュニット

F 二般          独立病棟

G 一般  昌霞
病棟内非陰庄

同一病棟内拡大陰  独 立 病 棟

圧区域

同一病棟内固定陰
圧区域

H 一般          ュニット

I 一般          ュニット

」 一般          独立病棟

K 一般  2階病棟    独立病棟

3階病棟     独立病棟

4階病棟     独立病棟

5階病棟    独立病棟

L 一般          ュニット

M 一般 ○○病棟    独立病棟
△△病棟一部 +
□□病棟一部

△△病棟内MDR 独立病棟

区域

N 
塩撓

科

 星三辱

棟内非陰

 二 立病棟

同一病棟内陰圧
、     室群

0 言籍護

P 精黎埜

可能    職員に依頼

可能    舅墾警量;詰竺タ
ログ(院内ローソ

可能    畠賢計
な`いし売店で職員が代

晉

病床区域入り日付近へ訪間販売一部可能  資亀釜菅奪讐奮飛
。看護師が買

可能     売店で代理購入

可能    カタログショッピング

不可

不可

不可

院内売店ないが、1週間に1回希
可能     望を聞いて職員が外の店に買出

し

可能    1階 の売店自販機で自分で購入

不可    用奈奮槙た碧程塁覧複2看
護さ

可能     カタログ販売ないし代理購入

可能     憲ξΓ

伝票依頼し病棟に届けて

基本的には  (家 族が購入/いない場合は代理
不可    で職員が購入する場合もあり)

祭翁

実績なく
堅

容実績なく不明

代理人(家族付き添い等)が購入
不可    するlい なければ職員が代行する

ことあり)

看護師が依頼を受け、サービスセ

可有ヒ    ンターヘ依頼し院内のコンピニで

購入され届られる

不可

聯聾摯隧諄令
不可         なし

不可          客悪,7ン
ナー(患者

不可         なし

屋上あるが不可(近 隣より
クレームがあったことがあ なし
る)

不可         なし

不可 (屋 上なし)
感染性次第で院内図

書室利用可能

説 犠計
入り自由に  なし

一部可能 (一 部で屋上に
出ることができるが広くな なし
い)

自由には不可。許可があ
れば決められた区域決め なし
られた時間に散歩可能。

不可。以前屋上に出ること

を許可していたが、タバコ

(火 の不始末)や 非行など なし
問題が多かつたため不可
としナこ。

1lFfrよ
感オ3留寡犠言ti扉倉塀曇『

半分可。非陰圧区域から

は、時間を決めて
=他

の病

棟とは離れた広い庭に出 中庭の他、一時的外

ることができる。陰圧区域 出許可がある
から直接出ることはできな
い 。

不可。状況によリマスク着       ‐

用のうえ、屋上庭園の散  (ア メニティが必要な長

歩を許可する場合がある 期入院者はほとんど
が、原則隔 離解除基準を いない )

満たした場合のみ。

不可         特にない

重症者が多く入院期

和      町 屏 ξ ま黎 砧

題にならない。

共用室は広く明るいが廊下も病室

も狭く若干圧迫感がある。長期入

院 の点では若干不 Fl。

廊下は広く部屋も比較的広々とし

ている

廊下は広く開放感あり

廊下は広く患者も少ないせいか閉

塞感はあまり感じないが雰囲気
が寂しい印象をうける

新しい病院で快適そうだが共同室
が若干狭い印象

窓は広く個室のあるtelは 眺めもよ

く開放感あり

(同 病院の2種感染症病床のほう
が、窓や部屋は大きくて明る〈開
放感がある)

廊下が狭く共同室もなく開塞感あ

リ
テレビ冷蔵庫も部屋内にない。結

核病床は個室として使用時では

広いが2つの扉で他から仕切られ

最奥 (2種より奥)に あり共同室も

なく精神的には閉塞感があるかも
しれない。

老朽化しており廊下は狭く部屋も

狭いのでかなり閉塞感がある

狭く古い病棟だが規律が緩くその

分楽かもしれない

施設はゆつたりしており眺めもよく

廊下も広いが看護師1人 で同病者

も少ないため寂しいのではないか

と思われる

築後長期を経ているが廊下は広く

明るい感じてあまり圧迫感はない

比較的ゆったりしている

廊下は広く病室もゆったりとして

窓が広い。患者が少なくため閑散

として寂しい感じだが静かで長期
入院には比較的適しているように

思われた。

開鎖病棟で入リロに鉄格子あり、

刑務所の独房のような雰囲気

変形した不正形部屋でわりと狭く

感じる。病床単位運営で部屋内
のみに長期に隔離されるとかなり
のストレスと思われる。

部屋も共同室も広く見晴らしがよ
いが、数ヶ月の入院だとつらいか

もしれない。ストレスカくたまってし

まい病院職員付き添いて発散の

ため散歩に行つていた事例があ
る。
部屋はそれほど狭くはないが3重

扉があり廊下も狭く共同室なく、

廊下から見た場合かなり開塞感
がある。長期の隔離は困難そう
で、実際にそういう用途には使用

していない。
見晴らしはよいが病室はかなり狭

不 可

一般Q

ユニット

独立病棟

病室単位運
営

R  一般        ュニット

S 一般  2種 病床    ユニット

(家族に行つてもらうしかない) 不可
テレビ視聴は感染症  い印象を受ける。長期の療養は

病床のみ無料。   かなり困難だが、使用状況からは
T 一般 2種病床 ユニツト  不可
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参考資料4

今後の結核医療のあり方に関するこれまでの議論の概要

1.近年の結核医療の現状              ´

(1)結核病床について

○ 平成21年医療施設調査・病院報告に基づくと、結核許可病床数は約9000、

平均病床利用率は30%台後半となっており、近年の結核入院患者数の減少
により、結核病棟で空床が目立っているも病床利用率を、地域別にみてみ
ると、10～ 60%台と地域差が認められている。この病床利用率の数字の解
釈に当たっては、許可病床のうち、稼働していない病床も少なからずある
ことに留意する必要があると指摘されているが、都道府県を対象に行つた

感染症指定医療機関の指定状況に関する調査 (結核感染症課調べ)では平
成 21年 6月 末時点で、許可病床数 8433床のうち、稼働病床数は5876床 と
なっており、病床稼働率は、約 7割 となつている。したがって、実際の病
床利用率は、稼働病床数を分母とした場合には、医療施設調査 L病院報告
に基づく数値より高いと考えられ、特に、大都市圏においては、結核病床
数がこれ以上減少すると必要な病床数が確保できないと考えている都道府
県も散見される。

○ 結核医療については、隔離安静が治療の主流だつた時代の結核療養所と
して発足した病院がt結核医療の発達とともに、引き続き、その提供主体
となってきたという歴史的な経緯がある。結核病床については、病棟単位1

で設置されてきているが、特に地方においてt患者数の減少により、必要
病床数が、40～ 50床 (通常設置されている1病棟あたりの病床数)以
下になつている地域が多くなっている。このことにより、病床利用率が低
下しておりt収支欠損と相まって、病床閉鎖・返上の申請が相次いでいる
と地方自治体から報告ζされている:また、結核を診療できる医師が不足し
ていることや、適切な感染防止対策を行つていれば感染することがないと
考えられるにもかかわらず、結核に感染する可能性があるとの誤解により、
結核病棟勤務を希望する医療従事者が少ないことが病床の運用を困難にし
ているとの意見もある。

○ 結核病床の開鎖・返上によって、都道府県によつては、入院医療機関ヘ

のアクセスが極めて悪くなっていることが課題となつている地域もある。
そのため、高齢者の場合に、入院後認知症の予防に重要な役割を果たす家
族の見舞いなどが不便になってきているとの意見もある。

看護体制の 1単位をもって病棟として取り扱い、原則として病床数 60床以下を標準とする。
結核医療及び結核病床に関する調査 (結核感染症課調べ)よ り



(2)地域連携体制について

○ 患者の高齢化とそれによる合併症を持つ患者数の増加のため、結核病棟
の医療・看護は従来の隔離を主目的にした入院であうた時代と大きく様変

わりして、医療従事者の負担が大きくなっており、結核に特化した医療体

制のもとでは対応困難な事例 (特に精神疾患を有する患者と透析治療を要

する患者)も増えているとの現場の意見がある。

○ 患者数の減少とともに、呼吸器科であつても結核患者を診療する経験を

持たない医師が増えている一方で、病棟閉鎖 口返上によって、結核の診療

経験豊富な医師が結核患者の診療ができなくなるという、医師と患者 口病

床分布のミスマッチが起こっている地域もある。このことは結核の診療レ
ベルの維持を難しくしており,今後さらに大きな課題になるものと考えら

れる。

○ なお、1これらの患者を巡る状況も医療施設における状況も地域で大きな

差があり3、 それぞれの地域に応じた体制整備が必要と考えられる。

2_今後の結核医療のあり方について

(1)基本的な
―
考え方

○ 結核が高まん延状態であり、合併症のない若者の疾患であつた過去にお
: 

いては、日本の結核医療は、患者を集団として取 り扱う病棟単位の施設で

行われるものという概念が成り立っており、基本的に入院隔離治療が主体
であつた。

○ しかしながら、患者数が減少し、中まん延状態になり、結核が合併症の

多い高齢者の疾患へと移行 してきた現在にあうては、結核医療は、個別の

患者の病態に応じた治療、並行した合併症の治療が必要とされるものであ

り、また、結核に特化した医療体制のもとで治療をおこなう体制から、多
くの診療科がかかわる体制にうつりかわっていくことが必要である。その

ため、、病棟単位ではなくて病床単位で取り扱うべきであるという考え方に

変わつてきている。また、前述のとおりt一般の結核病院においては、結

核単一病棟での運営が困難となつてきている。

3 結核医療及び結核病床に関する調査 (結核感染症課調べ)よ り



○ そのため、一般患者の入る一般病棟と結核患者の入る結核病棟を併せた

病棟 (ユニット化)または一般病棟の中の陰圧病床 (個室)において結核

医療を提供していくことが今後の方向性と考えられるのではないか。また、

基礎疾患などの合併症を持つた患者に対する対応として、総合的な機能を

持つ病院 |(地域基幹病院等)の中に陰圧病床 (個室)を整備していくこと

が必要ではないか8さ らに、将来的には、院内感染対策や中長期的入院に

おける療養環境を考慮した結核病床の施設基準の整備、結核病床と感染症

病床についての関係法令の整備を行い、各診療科病床の中に結核に限らず

感染症に対応できる個室病床を作ることも検討していくことが必要ではな
い か 。

(2)今後の結核医療の提供体制及び地域連携体制の強化について

①今後の結核医療の提供体制について

低まん延状態に向け、結核医療を行う医療機関を類型化し,拠点病院 (専門

機関)及び地域におけるネットワーク化によつて医療レベルを維持しながら効

率的な医療提供を行い,それぞれのスムーズな連携を図うていくことが必要で

はないか。(図 1、 表 1参照)

結核医療提供の中心として、都道府県レベルで、標準治療の他、多剤

耐性結核患者や薬剤の副作用により標準的な結核医療が提供できな

い患者など管理が複雑な結核治療を担う拠点病院を定め、地域または
二次医療圏レベルにおいてはt地域基幹病院において、上記以外の患

者であってt主 として結核以外の合併症治療を主に担うことが考えら

れるのではないか。また、主として、都道府県レベルでの拠点病院で

対応困難な患者を受け入れる施設として、国レベルで、専門施設を定

めることが考えられるのではないか 6

患者の特性及び医療提供体制の現況は大きく異なつていることから、

医療の質を維持し、入院治療と外来治療とにおいて一貫した支援を行

うため、都道府県単位で、拠点病院を中心として、都道府県内の各地

域の実状に応 じた地域医療連携ネットヮーク体制を整備していくこ

とが重要ではないか。(※ )また、国レベルでは、各都道府県の地域
連携ネットワークに対 して、必要になったときにいつでも上記の専門

施設が支援を提供できる体制を整備することが必要ではないか。

※ 1例 えば、都市圏の住所不定者や日雇い労働者が多い地域では、

結核患者の治療完遂 を目的と して、ニュー ヨーク市の Chest

clinicの ような外来医療施設において、外来治療と DO丁Sを含め

3



た患者支援を一体的に行う効率的な医療提供を行う
'こ

とも検討
の価値があるものと考えられるのではないか。

・ なお、外国人結核対策等、表 1の類型:に示されていない特別な対応を
要する入院医療の在り方についてはt引 き続き検討していくことが必

要である6

②地域連携体制の強化について

結核に関わる医療スタッフの確保が困難である状況の中で、人材育成ととも

に地域に適切な知識を普及させ、DO丁Sに代表される良質な医療の提供や患者支

援を行つていくためにも、医療機関 (薬局を含む。)、 保健所、社会福祉施設等

を結ぶ地域連携体制の強化が求められている。

地域連携体制の強化に当たつては、①DO丁S力:ン ファレンスやコホー ト検討会
に、幅広い関係者の参加を求め、継続的な連携をとっていくことと、②地域連

携パスを治療完了の確認のツールとして用いるだけではなくネットワーク形

成の一つのツールとして活用していくことが重要と考えられる。

なお、地域連携パスについては、引き続き、地域の医療の特性等に応じた地

域連携パスのありかたなどについて、検討を進める事が必要である。

また、地域連携体制の重要な要素である DOTSについては、退院後に行われ

る「地域 DOTS」 が有効に成り立つためにも、入院医療を担う医療機関の協力を

得て、入院中の「院内 DO丁 S」 からきちんと行い患者教育を徹底していくことが

基本であることを再認識する必要があるのではないか。

4



3.今後の検討の進め方

今後、さらに下記のような項目について、本部会で、検討を進めていくこと
が必要ではないか。  ナ

結核患者・病床について

○ 結核にかかる入院医療の実態の把握 (合併症の割合、医療従事者における
DO丁Sにかかる作業負担等)について必要な調査を行つていくことが必要で
|まないか。

○ モデル病床、ユニット化病床等の課題を明確化しつつ、再整備の促進方法
について、検討することが必要ではないか。
> モデル病床については、一般患者が入院しているために、必要時に結核

患者が入院できないなどの理由で有効利用されていないことが多いと
の指摘がある6今後、どのように病室調整を行つていくかについて検討
が必要ではないか。

>結 核病床 (‐ニット化病床含む)、 モデル病床について、院内感染予防、

療養環境を考慮|し た施設基準の検討が必要ではないかし
○ 感染症病床と結核病床の今後のあり方について、引き続き、検討すること

が必要ではないか。

地域体制 口広域連携について

○ 各都道府県が管内の事情を勘案できるような医療提供体制 =地域連携モデ
ルとなっているかの確認を行つていくことが必要ではないか。

○ 症例の相談体制確保のため、結核研究所、高度専門施設を中心とした広域

ネットワークの構築や、既存のネットワーク (NHO、 結核療法研究協議会な
ど)の活性化の具体的な方法を検討していくことが必要ではないか。

○ 結核病床、モデル病床があつても医療スタッフが不足し (医師不足、看護

師の結核病床離れ)使用できないこ―とがあるとの指摘に対応するために、

学会等との連携や、卒後教育との連携をどのように図つていくかについてt

検討することが必要ではないか。

○ 地域連携が進むためには、それが当たり前になる雰囲気作りが重要である

ことから、国・地方自治体等によるどのような普及啓発が有効か等につい

て検討を行っていくことが必要ではないか。



<図 1> 結核医療提供体制モデル (案 )
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(精神合併)

結核入院医療の類型 (案 )

頌 医療内容 患者 入院期間 医療機関 要件/備考

高度専潤医療 多剤耐性 (外科治療) 年 1020程度

(?)

数ヶ月 高度専門医療施設

(国 レベルで数力所)

陰圧個室

アメニティの充実

結核専門医

相談機能を

割ヨヨF塞ヨJ考モ 多剤耐性 (内科療法) 年新規患者 200 数ヶ月～

年単位

結核拠点病院

(都道府県に 1-2カ 所)

耐性海り反応による治療困難 入院患者の23

害I呈虜

23ヶ月 結核拠点病院

(都道府県に 1カ 所以上)

都道府県における相談機能

陰圧個室

小児結核 年 31140人 (?)

(感染性または

載 能 )

2-3ヶ 月 小児高度医療棚関 (結核拠

点病院または小児病院)の

陰圧病床

合併症医療 専門医療を要する合併症 l-2割程度・ 合併症によ

る

第二種感染症指定医療機関

地域基幹病院 ,

精神病床

精神,透析等

標準的治療 標準的治療 6害露呈虜 50日 程度 結核拠点病院

第二種感染症指定医療機関

地域基幹病院

その他の医療棚関

二次医療圏に 1カ 所以上

(アクセスに配慮)

f諄靭房醸讐||| 介助を要する高齢者,IIC害者等 12割 | 赫 床等 灘 消失後も入院

1摯帝琴 入院勧告に従わはい息者

|■■|11■||■|
年間 21ケ月から

数ケ月■|
吟躙 室

11‐|||
アメ■テイの充実 :



参考資料5

関係法令の参照条文等

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (抄 )

第 19条 (入院)

都道府県知事は、二類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、

当該感染症の患者に対 し特定感染症指定医療機関若 しくは第T種感染症指定医療機関

に入院 し、又はその保護者に対 し当該患者を入院させるべきことを勧告することができ

る。ただ して緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若 し

くは第一種感染痺指定医療機関以外の病院若 しくは診療所であって当該都道府県知事

が適当と認めるものに入院 し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することがで

きる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又は

その保護者に対 し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

3 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関 (同 項

ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第二

種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該都道府県知事が適当と認

めるもの)に入院させることができる。                   ′

4 第 1項及び前項の規定に係る入院の期間は、72時間を超えてはならない。

5 都道府県知事はt緊急その他やむを得ない理由があるときは、第 1項又は第 3項の

規定により入院 している患者を、当該患者が入院 している病院又は診療所以外の病院

又は診療所であつて当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができ

る6                       .       ‐

6i第 1項又は第 3項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合

算 した期間は、72時間を超えてはならない。

7 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告又は第 3項の規定による入院の措置をし

たときは、遅滞なく、当該患者が入院 している病院又は診療所の所在地を管轄する保

健所について置かれた第 24条第 1項に規定する協議会に報告 しなければならない。

第 20条

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当

該感染症の患者であつて前条の規定により入院 しているものに対 し 10日 以内の期間を

定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院 し、又はその

保護者に対 し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただ

し、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日 以内の期間を定めて、特定感染

症指定医療機関若 しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若 しくは診療所であつ

て当該都道府県知事が適当と認めるものに入院 し、又は当該患者を入院させるべきこと

を勧告することができる。



2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、

10日 以内の期間を定めてt当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一

種感染症指定医療機関 (同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染
1症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって

当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定により

入院している患者を、前 2項の規定により入院したときから起算して 10日 以内の期

間を定めて、当該患者が入院じている病院又は診療所以外の病院又は診療所であって

当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

4 都道府県知事はt前 3項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者に
ついて入院を継続する必要があると認めるときは、10日 以内の期間を定めて、入院
の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延

長しようとするときも、同様とする。

5 都道府県知事は、第 1項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長
しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地

を管轄する保健所について置かれた第 24条第 1項に規定する協議会の意見を聴かな
ければならない。

6 ‐都道府県知事は、第 1項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又は

その保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知

事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合にお
いては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時t場所
及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。

7～ 8(略 )

第 22条 (退院)

都道府県知事は、第 19条又は第20条の規定により入院している患者について、当該
入院に係る二類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院し
ている患者を退院させなければならない。
2～ 4(略 )

第 22条の 2(最小限度の措置 )

第 17条から第 21条までの規定により実施される措置は、感染症を公衆にまん延させ
るおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生
を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

第 24条 (感染症の診査に関する協議会 )

各保健所に感染症の診査に関する協議会 (然下 この条において「協議会」という。)

を置 ぐ。

2～ 6(略 )

2



第 26条  (準用 )

第 19条から第 23条まで、第 24条の 2及び前条の規定は、二類感染症及び新型イン

フルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第 19条第 1項及び

第 3項並びに第 20条第 1項及び第 2項中「特定感染症指定医療機関若 しくは第T種感

染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関

若 しくは第二種感染症指定医療機関」と、第 19条第 3項及び第 20条第 2項中「特定感

染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機

関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第 21条中「移送

しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第 22条第 1項及び第

2項中「―類感染症の病原体を保有 していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体

を保有 していないこと若 しくは当該感染症の症状が消失 したこと又は新型インフルエ

ンザ等感染症の病原体を保有 していないこと」と、同条第 4項中「一類感染症の病原体

を保有 しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、

若 しくは当該感染症の症状が消失 したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病

原体を保有 しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読

替えは、政令で定める。

第 26条の 2(結核患者に係る入院に関する特例)               _
結核患者に対する前条において読み替えて準用する第 19条及び第 20条の規定の適用

については、第 19条第 7項中「当該患者が入院 している病院又は診療所の所在地」と

あるのは「当該患者の居住地」と、第 20条第 1項本文中「10日 以内」とあるのは「30

日以内」と、同条第 4項中「10日 以内」とあるのは「10日 以内 (第 1項本文の規定に

係る入院にあっては、30日 以内)」 と、同条第 5項中「当該患者が入院 している病院又

は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。

第 37条 (入院患者の医療 )

都道府県は、都道府県知事が第十九条若 しくは第 20条 (こ れらの規定を第 26条にお

いて準用する場合を含む。)又は第 46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施

した場合において、当該入院に係る患者 (新感染症の所見がある者を含む。以下この条

において同 じ。)又はその保護者から申請があつたときは、当該患者が感染症指定医療

機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。

1 診察

2 薬剤又は治療材料の支給     ｀

3 医学的処置、手術及びその他の治療

4 病院への入院及びその療養に伴 う世話その他の看護

第 37条の 2(結核患者の医療 )

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者文は

その保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労

働省令で定める医療を受けるために必要な費用の 100分の 95に相当する額を負担する



ことができる。

第 58条 (都道府県の支弁すべき費用)

都道府県は、次に掲げる費用を支弁 しなければならない。

1～ 9(略 )

10 第 37条第 1項の規定により負担する費用      ′
11 第 37条の 2第 1項の規定により負担する費用

第 61条 (国 の負担 )

1(略)    ′

2 国は、第 58条第 10号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の 2第 1項 に規定

する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く3)に対 して、政令で定めるところ

により、その 4分の 3を負担する:

第 62条 (国 の補助) |
国は、第 58条第 11号の費用及び同条第 12号の費用 (第 37条の 2第 1項に規定する

厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対 して、政令で定めるところにより、

その 2分の 1を補助するものとする。

●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する施行規則 (抄 )

(医療の種類 )

第 20条の 2 法第 37条の 2第 1項 に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性

疾患に対 して行 う次の各号に掲げる医療 (第 1号から第 4号までに掲げる医療にあって

は、厚生労働大臣の定める基準によって行 う医療に限る。)と する。

1  化学療法

2 外科的療法 '

3 骨関節結核の装具療法

4 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

5 第二号及び第二号に掲げる医療に必要な処置その他の治療

6 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容 (食事の給与
及び寝具設備を除く。)

4



(平成 18年 3月 8日健感発第 03080ol号厚生労働省健康局結核感染症課長通知 )

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1項
‐
及び第 14条第 2項に基づ く届出基準の一部改正について (抄 )

第 1～ 2(略)                    `

第 3 二類感染症

1(略 )

2結核

(1)定義

結核菌群 (Mycobacterium tuberculosis complex、 ただ しMycobacterium bovis

BCGを 除 く)による感染症である。

(2)臨床的特徴

感染は主に気道を介 した飛沫核感染による。感染源の大半は喀痰塗抹陽性の肺

結核患者であるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核

患者が感染源になることもある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病

の可能性があるがt発病するのは通常 30%程度である。若い患者の場合、発病

に先立つ数ヶ月～数年以内に結核患者と接触歴を有することがある。

感染後の発病のリスクは感染後間もない時期 (と くに 1年以内)に高く、年齢

的には乳幼児期、思春期に高い。また、特定の疾患 (糖尿病、慢性腎不全、エイ
ズtじ ん肺等)を合併 している者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤 (副腎

皮質ホルモン斉1、 丁NF α阻害薬等)治療中の者等においても高 くなる。

多くの場合、最も,般的な侵入門戸である肺の病変として発症する (肺結核 )

がt肺外臓器にも起こりうる:肺外罹患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊

椎 ,その他の骨 口関節、腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播

種 した場合には粟粒結核となる。

肺結核の症状は咳、喀痰 t微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痰、

全身倦怠感、食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。

(3)届 出基準

ア 患者 (確定例 )

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核

が疑われtかつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断 した場

合には、法第 12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならないも

ただ し、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法について

は、当該検査所見に加え、間診等により医師が結核患者であると診断するに足る

判断がなされる場合に限り届出を行うものである。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。



.鑑 別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気

管支拡張症、良性1重瘍等である。

イ 無症状病原体保有者

医師は、診察した者が (2)の臨床的特徴を呈 していないが、次の表の画像検

査方法以外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、
'か つ、結核医療を必要とすると認められる場合 (潜在性結核感染症)に限り、法

第 12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同Inlに 掲げる検査方法の区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

15歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合で

あっても、患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続 した接触等の疫学的状況から

感染に高度の蓋然性が認められる者に限 り、届出を行うこと。

ウ 疑似症患者

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察 した結果、症状や所見から、結

核の疑似症患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第 12
条第¬項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

疑似症患者の診断に当たつては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮 し    、

判断する。

工 感染症死亡者の死体       .
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案 した結果、症状や所見から、

結核が疑われtかつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡 し

たと判断 した場合には、法第 12条第 1項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

オ 感染症死亡疑い者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案 した結果、症状や所見から、

結核により死亡したと疑われる場合には、法第 12条第 1項の規定による届出を

直ちに行わなければならない。

検査方法 検査材料

塗抹検査による病原体の検出 喀痰、胃液、咽頭 :喉頭めぐい液、

気管支肺胞洗浄液、胸水、膿汁 口分

泌液、尿、便、脳脊髄液、組織材料分離・同定による病原体の検出

核酸増幅法による病原体遺伝子の検出

病理検査における特異的所見の確認 病理組織

ツベルクリン反応検査 (発赤、硬結、水疱、

壊死の有無)

皮膚所見

リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インタ

ーフェロンγ試験 (QFT等 )

血液

画像検査における所見の確認 胸部エックス線画像、CT等検査画像



(平成 19年 8月 1日 健感発第 0801001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知 )

潜在性結核感染症の取扱いについて

これまで、結核予防法 (昭和 26年法律第 96号)に基づく結核対策においては、「初

感染結核に対する INHの投与について」(平成元年健医感発第 20号 )に より、一定の

基準を満たす者を初感染結核として定め、治療を受けるために必要な費用を公費負担

の対象としてきた。

今般、結核予防法を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平

成 10年法律第 114号。以下「法」という。)に統合 し、初感染結核の取扱いを廃止 し、

結核の医療の必要のある潜在性結核感染症を、法第 12条第 1項に基づく届出の対象

とし、法における結核患者として取 り扱うこととしたところである。

ついては、届出のあった結核患者から法第 37条の 2の規定に基づき公費負担の申

請があった場合、法第 24条による感染症の診査に関する協議会の審議の結果、負担

することが適当と認められた者に対 しては、公費負担の規定が適用となるので、適切

に対応されたい。



(平成 4年 12月 10日 健医発第 1415号厚生省保険医療局長通知)

結核患者収容モデル事業実施要領

1 事業の目的

本事業は、平成3年 5月 27日 付公衆衛生審議会の意見「結核患者収容施設のあ

り方について」及び平成 11年 6月 30日付同審議会の意見「21世紀に向けての

結核対策」並びに平成 14年 3月 20日 付厚生科学審議会感染症分科会結核部会報

告「結核対策の包括的見直しに関する提言」の趣旨を踏まえ、結核患者の高齢化等
に伴つて複雑化するt高度な合併症を有する結核患者文は入院を要する精神障害者
である結核患者に対して、医療上の必要性から、一般病床又は精神病床において収

容治療するためのより適切な基準を策定するためにモデル事業として行うもので

ある。            ・

2 事業実施者の要件′
本事業め名称は「結核患者収容モデル事業」(以下「モデル事業」という。)と し、

医療法 (昭和23年法律第205号)第 1条の5に定める病院でありt本要領に示

す諸要件を満たすものの開設者のうち、都道府県知事、政令市市長又は特別区区長
の推薦を受けた者であって、かつ、厚生労働省の指定を受けた者 (以下「実施者」
という。)が行う。また、モデル事業は、医療法第7条第 2項第 1号 (精神病床)

及び第 5号 (下般病床)において行うこととし、当該病院の開設者は事業実施に先

立って、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法

律第 114号。以下「感染症法」という。)第 38条に基づく第二種感染指定医療

機関又は結核指定医1療機関の指定 (感染症の予防及び感染症
―
の患者に対する医療に

関する法律等の■部を改正する法律 (平成 18年法律第 106号)附則第 6条によ

り当該指定を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けなければならない。

なお、モデル事業を実施する病院は、感染症法による入院の勧告・措置に対応す

る医療機関として、結核患者の収容を行うことができるものとする。

3 結核患者の要件                     、

(1)モ デル事業において収容治療する結核患者の要件は、別紙「モデル病室に収容

する結核患者の要件」による。

(2)モ デル事業において、結核患者が別紙の要件に該当しなくなった場合には、速
やかに結核病床において収容治療すること:

4 施設の構造及び設備に関する要件

(1)モ デル病室及びモデル区域

結核患者を収容する病室 (以下「モデル病室」という。)及びその周辺区域であ
つて、モデル病室以外の病室 (以下「一般病室等」という。)と の境界内 (以下「モ

デル区域」という。)の構造及び設備は次の要件を満たすこと。
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ア 空気 しゃ断

モデル病室又はモデル区域 と他の病室との境は、空気の流出をしゃ断する構

造 とし、出入回の扉は、病室の空気の循環にできるだけ影響を与えないよう、

引き戸として扉は自動的に閉 じる構造とすること:

イ 換気

①  モデル病室及びモデル区域は独立した換気設備にすることとし、その空

気は直接屋外へ排気し、排気白は、他の建物の吸気口や病室の窓等から離
して行うなど、他への感染の危険がないよう工夫すること。

②  一般病室等と共通吸気設備を使用する場合には、機械換気設備が停止し

ても逆流したり他の一般換気に混入することのないようにするこ!と 。

③  モデル病室及びモデル区域を陰圧に保つ設備の設置はさらに望ましい

こと。

ウ 殺菌設備等

モデル病室及びモデル区域の空気を殺菌、除菌する設備を設置することが望

ましい。

なお、この設備を設置する場合は、空気の流れ等を考慮し、最も有効な場所
に設置するとともに、紫外線を使用するに当たつては、患者及び病院職員等の

眼の安全確保に十分留意すること。
工 手洗設備

常に適切な手指の流水洗浄・消毒ができる設備をモデル病室及びモデル区域
.内 に設置すること。

オ 便所  ‐                   1
便所は、原則として、モデル病室及びモデル区域内に設置することとするが、 、

他の患者 (結核患者でない患者をいう。以下同じ。)と の共用便所を使用する

場合は、結核患者専用の トイレを設け、その トイレには、紫外線殺菌灯等の殺・
菌設備を整備すること。

力 ,谷重:

浴室は、モデル病室及びモデル区域内に設置することが望ましいが、やむを

えず結核患者と他の患者が共用する場合は、同時に使用させないこと。
キ 談話室等

談話室は、モデル病室及びモデル区域内に設置することとし、食事は配1善に
より、モデル病室内で行わせるものとする。

(1)モデル病室及びモデル区域以外の施設
モデル病室及びモデル区域以外で結核患者が利用する主な施設の構造及び設

備は次の要件を満たすこと。また:結核患者がモデル病室及びモデル区域からで

きるだけ近くにある施設、設備を使用できるよう配慮すること。
ア 処置室

モデル病室及びモデル区域に隣接して結核患者専用の処置室を設けること
が望ましい。

イ エレベーター、廊下等

結核患者がエレベーター、廊下等を使用する場合には、なるべ〈他の患者と
の接触を少なくするよう配慮する。



ウ 殺菌設備等

モデル病室及びモデル区域以外の施設に空気殺菌等の設備を設置する場合

は、空気の流れ等を考慮し、最も有効な場所に設置するとともに1紫外線を使

用する場合は患者及び病院職員等の眼の安全確保に十分留意することも

5 患者管理及び施設運営に関する要件

実施者は(結核が主に空気を介 して感染することに十分留意 し、当該施設の管理

者 (医療法第 10条に定める管理者)を もって他の患者及び病院職員等に感染 しな

いよう十分管理させること。

この際、次の要件
′
を遵守すること。

(1)モデル病室及びモデル区域

ア 混合収容の制限

モデル病室に結核患者を収容 している期間は、その病室に他の患者を同時に

1又容 しないこと。

イ 気密性の維持

モデル病室の窓、扉及びモデル区域と他の病室等との境界に設置 した扉は、

室内の空気が不必要に流出 しないよう必要最低限の開閉に止めるよう留意す

ること。

(2)モデル病室以外の施設    ｀

ア 診察室、処置室等の使用

診療のために使用する診察室、処置室等には、結核患者と他の患者を同時に

入室させないこと:

イ 他の患者が使用する談話室、食堂等の使用

他の患者が使用する談話室、食堂等は、結核患者に使用させないこと。

ウ マスクの使用
:   感染性結核患者がモデル病室及びモデル区域を出る場合及び入室する職員

や家族等に接触する場合は、患者は通常のガーゼマスク又は使い捨てマスクを

着用すること。

(2)医療廃棄物等

結核患者に対する医療行為等により不要となった包帯、ガーゼ、マスク等の医 |

療廃棄物及び患者が使用 したティッシュペーパ■等のごみの取扱いについては、

「感染性廃棄物処理マニュアル」 (平成 4年 8月 13日 衛環第 234号厚生省生

活衛生局水道環境部長通知「感染性廃棄物の適正処理について」)に基づいて適

切に処理すること。

(3)看護の基準

モデル事業における看護の基準は、原貝Jと して既に承認されている基準看護に  、

よって行うこと。

(4)そ の他

モデル病室に収容する結核患者及びその家族等に対 して、モデル事業の趣旨及

び結核感染防止上の注意事項を十分周知徹底すること。
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6 その他の要件

(1)｀モデル事業に従事する病院職員について、定期的に結核感染の有無を検査によ

つて確認 しなければならなぃ。この際、ツベルクリン反応検査も行い、結果を

記録 して比較検討することが望ましい。

(2)モデル事業実施施設には、結核に関する診断、治療、看護及び十分な知識、経

験を有する医師及び看護師が常勤 していることを原則とする。

(3)院内感染防止、職員の健康管理及び研修等に関する事項を検討するための委員

会を設置し、モデル事業を適正に実施するための運営組織を確立すること。

(4)医師及び看護師等の病院職員を結核に関する研修会等、モデル事業の適正な実

施に資する会合等に積極的に参加させること。        .
(5)結核菌による曝露状況を把握するため、モデル事業に係る諸施設について定期

的に結核菌有無の検査を行うこと。

(6)モデル事業実施施設の他の患者の中から結核が発生した場合は、結核予防法に

基づく届出のほか、厚生労働省に連絡するとともに感染原因を究明し、もしt

モデル事業の実施によって感染したことが判明した場合は、速やかに所要の改

善を図ること。

(7)実施者は、各年度におけるモデル事業の実施結果を別添様式により翌年度の5

月末日までに都道府県、政令市及び特別区を経由の上、厚生労働省に報告する
こと。

(8)モデル事業の実施状況について厚生労働省が月1途連絡する調査等に協力するこ

と。

別 紙

モデル病室に収容する結核患者の要件

モデル病室に収容する結核患者は、結核の治療が必要な者のうち、次の条件の 1つ

以上に該当する者とする。

① 合併症が重症あるいは専門的高度医療又は特殊医療を必要とする場合

② 合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある場合
③ 入院を要する精神障害者である場合



(平成 19年 3月 30日 厚生労働省告示第 121号 )

結核医療の基準

第 1 結核医療の一般的基準

1 検査  ‐

結核医療を行うに当たり、適正な診断と治療のために行う検査は、次に掲げる

とおりとする。 1
(1)治療開始時には、結核菌検査 (結核菌培養検査を含む。以下同じ

`)を
行い、

対象とする病変が結核菌によるものであることを確認するとともに、単純エッ

クス線検査及び必要に応 じてCT検査を行う。

また、結核菌培養検査が陽性の場合にはt必ず薬剤感受性検査を行う。

(2)潜 在性結核感染症の診断に当たつては、ツベルクリン反応検査又はリンパ球

の菌特異抗原束1激による放出インターフェロンγ試験を実施するとともに、臨床

症状の確認やエックス線検査等によって、活動性結核ではないことを確認する。

(3)治 療中は、結核菌検査及びエックス線検査を行い、病状の改善の有無を確認

するとともに、副作用の早期発見のために必要な検査を行う。ただし、潜在性結

核感染症の治療中はtエ ックス線検査を行い、発病の有無を確認するとともに、

副作用の早期発見のために必要な検査を行う。

2 治療

結核の治療は、化学療法によることを原則とし、化学療法のみによつては治療

の目的を十分に達することができない場合には、外科的療法又は装具療法の実施

を検討する。         |            :
3 患者への説明

結核医療を行うに当たって|ま、患者の社会的状況を十分考慮するとともに、確      、

実な服薬を含めた療養方法及び他者への感染防止の重要性について理解を得る

よう患者に対 して十分な説明を行う: |

第 2 化学療法

1 化学療法の一般方針

(1)結 核の化学療法は、患者の結核菌が感受性を有する抗結核薬を 3剤又は 4剤

併用 して使用することを原則とする。この際、第 1の 1の (1)の 薬剤感受性検査

に基づき、有効な抗結核薬の選定に努める。

(2)化 学療法の実施に当たっては、副作用の発現に十分注意 し、適切な薬剤の種

類及び使用方法を決定する。

なお、結核以外の疾患の治療のための薬剤を使用 している患者については、

薬剤の相互作用にも注意を要する。

(3)受 療中の患者に対 しては、保健所との連携の下に策定された支援計画に基づ

き、薬剤を確実に月風用するょう十分指導する。

2 薬剤の種類及び使用方法      ‐

(1)抗 結核薬
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ア 抗結核薬の種類は、次に掲げるとおりとする。

(ア)INH イソニアジド

(イ )RFP リファンピシン (又はRBT リフアブチン)     :
(ウ)PZA ピラジナミド

(工)SM 硫酸ス トレプトマイシン     `
(オ)EB エタンブトニル

(力 )KM 硫酸カナマイシン

(キ)丁 H エチオナミド

(ク )巨 VM 硫酸エンビオマイシン

(ケ)PAS パラアミノサリチル酸

(コ )CS サイクロセリン

イ 抗結核薬の選定における留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(ア)RBTは 、重篤な副作用又は薬剤の相互作用のためRFPが使用できな

い場合に、RFPに代えて使用する。ただし、患者の結核菌がRFPに対し

て耐性を有する場合には、当該結核菌はRBTに対しても耐性を有すること

が多いため、ほかに使用できる抗結核薬がない場合に限り、十分な検討を経

た上で:これを使用する。

(イ )SM、 KM及びEVMは、これらのうち2剤以上を併用して使用しては

ならない。

(ウ)KMと 巨∨Mと の間には交又 (さ )耐性があるが、その発現特性から、原

則として E∨ Mの使用前にKMを使用する。

ウ 抗結核薬の使用に当たっては、副作用の発現に十分注意 し、患者の年齢、体

重等の条件を考慮 して、適切な種類及び使用方法を決定する。ただし、副作用

の発現を理由として抗結核薬の種類の変更を検討する際には、副作用の程度と

結核の治療効果の両面から慎重な検討を要する。

(2)副 腎 (じ ん)皮質ホルモン剤

結核性髄膜炎、結核性心膜炎等の場合には、抗結核薬と併用して副腎皮質ホル

モン剤を使用するt         '
肺結核の化学療法

(1)薬 剤選択の基本的な考え方

ア 治療開始時の薬斉1選択

(ア)初 回治療で薬剤耐性結核患者であることが疑われない場合にっいては、

次に掲げるとおりとする。

I PZAを 使用できる場合には、まず、 INH、 RFP及 び PZAに SM
又はEBを加えた4剤併用療法を2月 間行い、その後 INH及びRFPの
2剤併用療法を4剤併用療法開始時から6月 (180日 )を経過するまでの

間行う。ただし、4剤併用療法を2月 間行つた後、薬剤感受性検査の結果

が不明であつて症状の改善が確認できない場合には、薬剤感受性検査の結

果が判明するまでの間又は症状の改善が確認されるまでの間、INH及び

RFPに加え、SM又はEBを使用する。
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なお、 INH及びRFPの 2剤併用療法については、対面での服薬が確

認でき、かつ、患者がHIV感染者ではない等の場合には、間欠療法を実

施する.こ とができる。

H PZAを 使用できない場合には、まず、INH及びRFPに SM又はE
Bを加えた3剤併用療法を2月 ないし6月 間行い、その後 INH及び良F

Pの 2剤併用療法を3剤併用療法開始時から9月 (270日 )を経過するま

での間行う。

(イ )初 回治療又は再治療で、患者の従前の化学療法歴t薬剤耐性結核患者と

の接触歴等から薬剤耐性結核患者である可能性が高いと考えられる場合に

ついては、2の (1)のアに掲げる順に、患者の結核菌が感受性を有すると想

定される抗結核薬を3剤以上選んで併用療法を開始し、薬剤感受性検査の結

果が判明した時点で、必要に応じて使用する抗結核薬を変更する。

イ 薬剤感受性検査判明時の薬剤選択

(ア)INH及 びRFPのいずれも使用できる場合については、アの(ア )の i

及び iiに掲げるとおりとする。

(イ )INH又 はRFPが使用できない場合については、使用できない抗結核

薬に代えて、2の (1)のアに掲げる順に、患者の結核菌が感受性を有すると

想定される抗結核薬―を4剤以上選んで併用療法を開始する。この場合の治療

期間については、次に掲げるとおりとする。
i INHを 使用できる場合であってRFPを使用できなしヽ場合の治療期

間は、PZAを使用できる場合にあっては結核菌培養検査が陰性となった

後 (以下「菌陰性化後」という。)18月 間、PZAを使用できない場合に

あつては菌陰性化後 18月 ないし24月 間とする。

H RFPを 使用できる場合であつて INHを使用できない場合の治療期

間は、PZAを使用できる場合にあつては菌陰性化後6月 間又は治療開始

後 9月 間のいずれか長い期間、PZAを使用できない場合にあっては菌陰

性化後9月 間又は治療開始後 12‐ 月間のいずれか長い期間とする。  |
ili INH及びRFPのいずれも使用できない場:合であつて感受性のある

薬剤を3剤以上併用することができる場合の治療期間は、菌陰性化後 24

月間とする.

(ウ)結 核菌培養検査が陰性である等の薬剤感受性検査の結果を得ることが

できないと判明した場合については、初回治療で薬剤耐性結核患者であるこ

とが疑われない場合にあつてはアの (ア)に掲げるとおりとし、初回治療又は

再治療で、患者の従前の化学療法歴、薬剤耐性結核患者との接触歴等から薬

剤耐性結核患者である可能性が高いと考えられる場合にあつては薬剤感受

性結核患者である可能性及び薬剤耐性結核患者である可能性のいずれも考

慮して、使用する抗結核薬を決定する。

ウ 潜在性結核感染症の治療における薬剤選択

潜在性結核感染症の治療においては、原則として INHの単独療法を6月 間

行い、必要に応じて更に3月 間行う。ただしtINHが使用できない場合には、

RFPの単独療法を4月 ないし6月 間行う。

(2)治療期間に係る留意事項
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ア 治療開始時に症状が著 しく重い場合、治療開始時か ら2月 を経ても結核菌培

養検査の成績が陰転 しない場合、糖尿病、じん肺、HI∨ 感染等の結核の経過

に影響を及ぼす疾患を合併する場合又は副腎皮質ホルモン剤若 しくは免疫抑

制剤を長期にわたり使用 している場合には、患者の病状及び経過を考慮して治

療期間を 3月 間延長できる。

イ 再治療の場合には、結核の再発の防止の観点から、治療期間を初回治療の場

合よりも 3月 間延長できる。

(3)治 療効果の判定

治療効果の判定に当たっては、結核菌培養検査の成績を重視することとし、

治療開始時から3月 以内にエックス線陰影の拡大、胸膜炎の合併、縦隔リンパ

節腫 (し ゅ)月長(ち ょう)等が認められるとしても、結核菌培養検査の成績が好転

しているときは、実施中の化学療法を変更する必要はない。ただ し、治療開始

後 4月 間以上、結核菌培養検査が陽性である場合又は菌陰性化後に行つた結核

菌培養検査において陽性が確認された場合には、直近の結核菌培養検査により

検出された結核菌について、必ず薬剤感受性検査を行う6

4 肺外結核の化学療法

肺結核の治療に準 じて化学療法を行うが、結核性膿 (の う)胸、粟 (ぞ く)粒結核若

しくは骨関節結核等の場合又は結核性髄膜炎等中枢神経症状がある場合には、治療

期間の延長を個別に検討することも必要である。

第 3 外科的療法

1 外科的療法の一般方針

(1)結 核の治療は、化学療法によることを原則とするが、結核の部位、化学療法

の治療効果等から必要があると認められる場合には、外科的療法を行う。

(2)外 科的療法の実施に際 しては、化学療法を併用するとともに、手術の安全確

保及び合併症の防止を図るため、薬剤に対して耐性を有する結核菌の発現状況を

踏まえ、手術後における有効な抗結核薬の使用が確保されるように留意する。

2 肺結核の外科的療法

肺結核については、患者の結核菌が薬剤に対 して耐性を有 していること等の理由

により、化学療法にようて結核菌培養検査が陰性となることが期待できない場合若

しくは陰性となつても再発の可能性が高い場合又は喀 (か つ)血等の症状が改善 し

ない場合には、外科的療法の実施を検討する。

3 結核性膿胸の外科的療法

急性膿胸については、穿 (せん)刺排膿術又は閉鎖性排膿術を行う。

慢性膿胸については、全身状態によつて治療方針が異なるが、最終的な治癒のた

めには外科的療法が必要である。その術式としては、膿胸腔縮小術、肺剥 (は く)

皮術、胸膜肺切除術等がある。

4 骨関節結核の外科的療法

骨関節結核については、重篤な合併症がある場合等を除き、外科的療法として病

巣廓 (か く)清・固定術を行う。

5 その他の部位の結核の外科的療法
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性器結核、気管支結核、腸結核、結核性心1莫炎、胸壁結核、リンパ節結核、泌尿

器結核、結核性痔 (じ )痩 (ろ う)等 についても、必要に応 じて外科的療法を行う。

第4 骨関節結核の装具療法

骨関節結核については、局所の安静を保つことにより病巣の治癒を促進するため、

又は外科的療法の実施後において局所を固定するため、装具療法を行う。

また、装具療法の実施に際 しては、化学療法を併用する。
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(平成 19年 9月 7日 健感発第0907001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における

結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成 10年法律第 114

号
`以

下「法」という。)に おける結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて、

具体的な基準を次のとおり定めたので、十分御承知の上、その取扱いに遺憾のないよ

うされたい。   |
なお、本通知は第 4を除き、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 245条の 9第

1項に規定する都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とする。

第 1 入院に関する基準

結核について、
:法

第 26条において準用される法第 19条及び第 20条の「まん延を

防止するため必要があると認めるとき」とはt平成 19年 6月 フ日付け健感発第

0607001号 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1

項及び第 14条第 2項に基づく届出の基準等の一部改正について」の2(3)ア 「結

核患者 (確定例 )」 に該当する者 (以下「患者」という。)が以下の (1)又は (2)
の状態にあるときとする。

(1)肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検

査の結果が陽性であるとき。

(2)(1)の 喀痰塗抹検査の結果が陰性であつた場合に、喀痰、胃液又は気管支鏡

検体を用いた塗抹検査、培養検査又は核酸増幅法のいずれかの検査の結果が陽性

であり、以下のア、イ又はウに該当するとき。

ア 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。

イ 外来治療中に排菌量の増加がみ られている。

ウ 不規則治療や治療中断により再発 している。

第 2 退院に関する基準

結核について、法第 26条において準用される法第 22条の「当該感染症の症状が消

失 したことが確認されたとき」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失 した

ときとし、結核菌を含む痰の消失は、異なつた日の喀痰の培養検査の結果が連続 して

3回陰性であることとする。

ただし、3回 目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる:そ の場合、核酸

増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査又は核酸増幅法の検査の結

果が陰性であった場合、連続 して 3回あ蔭性とみなすものとする。

また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には、法第22条 に規定する状

態を確認できなくても退院させることができるものとする。

ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消

失している。
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イ 異なつた日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して
'3回

陰性で

ある。(3回の検査の組み合わせは間わなtヽ。)

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解 し、かつ、退院後の

治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。(なお、

確認にあたつては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認

すること。)

第 3 就業制限に関する基準

法第 18条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、喀痰の塗抹

検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であるときとする。

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成 10

年厚生省令第 99号 )第 11条第 3項第 1号の「その症状が消失する」とは、第 2に記

載する「当該感染症の症状が消失 したことが確認されたとき」に合致する状態になる

こととする。

第 4 適正な喀痰検査の実施

喀痰検査の結果は患者の入院、退院及び就業制限の判断の基礎 となるものであり、

良質な検体による適正な喀痰検査が実施されなければ、正確な判断ができないことが

ある。この点を鑑みて、喀痰検査については、結核菌検査指針 (日 本結核病学会編 )

等を参考にして、適正な実施に努めることが肝要である6
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結核対策特別促進事業実施要綱

可 目的

この事業は、結核に関する特定感染症予防指針による結核に係る定期の健康診断及び

予防接種法による結核に係る予防接種の着実な実施を図りつつ、地域住民等の自主的

な協力と地域の実情に応じた重点的な結核対策事業の実施のもとに、効率的・効果的

な予防措置を講ずることにより、結核対策の推進に資することを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体はt都道府県、政令市及び特別区とする。

3 事業内容

都道府県、政令市及び特別区が、特に政策を必要とする地域において行う次の結

核対策事業を対象とする。

(1)指定地域結核発病防止対策促進事業

①高齢者等に対する結核予防総合事業

②大都市における結核の治療率向上 (D O tt S)事業

③DOTS事 業による確実な治療の推進を図るとともに、治療終了後の自立に向けた

支援を併せて行うための連携体制の構築を図るための事業

(2)先駆的、モデル的事業

(3)結核対策上、特に重要な事業

4 補助対象事業の選定

補助対象事業はt次のような条件を勘案して選定:す る。
(1)結核のり患率・有病率が他の地域に比べて高い地域を有する等、特に結核予防

を必要とする事情があること。

(2)都道府県、政令市及び特別区において、地域住民の結核予防の推進等に積極的
に取り組んでいること。

(3)当該事業が、現在まで取り組んできた事業についての綿密な評価により策定さ
れたものであり:結核予防対策の有効かつ的確な推進が期待されると見込まれること。

(4)地域における結核の現状及び問題点の十分な分析を踏まえ、事業計画が作成さ

れていること。            |
(5)保健所等、地域結核対策推進の現場との綿密な提携のもとに事業計画が作成さ

れていること。

5~経費の負担

都道府県、政令市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費

については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担 (補助)金交

付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
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(平成 22年 7月 16日 厚生労働省発健 0716第 1号厚生労働事務次官通知 )

別紙

平成 22年度結核予防週間実施要領

1趣 旨

我が国の結核の現状は、年間約 2万 5千人の新規患者が発生 しt約 2千人が亡く

なっており、世界的にも結核の中まん延国として位置付けられていること等から、

弓|き続き十分な注意が必要であり、結核の克服のためには、関係団体、地方公共団

体及び関係省庁との十分な協力の下で結核対策を推進することが必要となもてぃ

る:

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、国及び地

方公共団体の責務として、教育活動、広報活動等を通 じた感染症に関する正 しい知

識の普及等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨、規定されていると

ころである。

こうしたことから、厚生労働省では、結核予防週間を契機として、結核に関する

正 しい知識を国民に深めていただ くとともにt官 民一体となった結核対策べの取り

組みの意識を高めることとするものである。

2 主 催

厚生労働省t都道府県、政令市、特別区、社団法人日本医師会、公益財団法人結 :

核予防会、社団法人全国結核予防婦人団体連絡協議会及び財団法人健康 =体力づく

り事業財団

3 後 援

文部科学省、日本放送協会、社団法人日本新聞協会、社団法人日本民間放送連盟、

財団法人日本学校保健会、社団法人国民健康保険中央会t健康保険組合連合会、社

団法人生命保険協会、全国地域婦人団体連絡協議会、社団法人全国地区衛生組織連

合会、社団法人日本放射線技師会及び社団法人日本看護協会

4 実施期間

平成 22年 9月 24日 (金 )か ら9月 30日 (木)まで

5 重点目標

国民の結核に対する正 しい理解を得るため、地域の団体組織等を通 じて、よリー

層の普及啓発を図る。

6 結核予防週間中の標語

「そのせき、結核ではありませんか ?」

その他実施機関によつて適宜作成するものとする。
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7 実施行事等 (例 )

(1)結核予防週間の周知 (各主催団体 )

結核予防週間のポスターを作成 し、関係各機関へ配布するほか、電車・バス内

での広告、懸垂幕、電光掲示板等により国民T般に対 して結核予防週間の周知を

図る。

(2)資料の配布 (各主催団体 )

結核に対する関心を高めるため、関係各機関等に結核予防のためのパンフレッ

ト、リーフレット等を配布する:

(3)講演会、講習会等の開催 (各主催団体)

結核予防活動を推進するため、関係団体を中心とした地区組織の拡充強化を図

るとともにt各地において講演会、講習会、パネル展等を開催する。

(4)児童・生徒への結核の知識の普及 (各主催団体)    ′

結核の正 しい知識を児童・生徒に普及するため、全国の小中高等学校において

学級活動、学校行事等を通 じて指導するよう、文部科学省の後援により呼びかけ

る。           .
(5)街頭啓発活動の実施 (各主催団体 )

結核予防週間の周知と国民一般の結核に対する関心を喚起するため、結核予防

を周知する語句の入つた風船、広報ポケッ トティッシュ等を手渡すなどして結核

予防思想の普及を図る。

(6)報道機関等との連携 (各主催団体 )

全国の主要な報道機関にリーフレツ ト等の広報資料を配付 し、結核予防週間の

周知、行事の取材等を依頼する。

広報誌、関係機関誌等に結核予防に関する記事が掲載されるよう積極的に依頼

する6

(7)その他

上記のほか、各地域で適宜結核予防週間の趣旨に沿つた行事を行 う。
・各種集会の開催等
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。
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わ
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記
１
及
び
２
の
対
象
者
に
つ
い
で
は
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②
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